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令和 5年（2023 年）12 月 1 日

総 務 委 員 会 資 料

総務部ＤＸ推進室情報システム課

第2次中野区地域情報化推進計画改定版（案）について

第2次中野区地域情報化推進計画改定版（案）（以下「案」という。）を作成したので、

第2次中野区地域情報化推進計画改定版（素案）（以下「素案」という。）に対する意見

交換会等の結果と合わせて報告する。

１ 素案に関する意見交換会等の実施結果について

（１）意見交換会

（２）区民から電子メール等で区に寄せられた意見

件数：1件（内訳：電子メール1件、ファクス0件、窓口0件）

（３）関係団体等からの意見聴取

団体数：2団体（いずれも電子メール）

（４）素案に対する主な意見の概要及びそれに対する区の考え方

別紙１のとおり

２ 案について

（１）素案から案への主な変更点

別紙2のとおり

（２）中野区地域情報化推進計画（案）

別紙3のとおり

開催日時 会場 参加者数

11月5日（日）14時30分～ 中野区役所 0人

11月9日（木）10時～ オンライン（Zoom） 0人

11月10日（金）10時30分～ 南中野区民活動センター 1人

11月10日（金）18時30分～ 野方区民活動センター 0人

計 1人
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３ パブリック・コメント手続の実施について

（１）実施期間

令和5年12月20日（水曜日）～令和6年1月19日（金曜日）

（２）周知方法

なかの区報12月20日号及び中野区ホームページへの掲載等により周知する。

４ 今後のスケジュール（予定）

令和5年 12月 案に関するパブリック・コメント手続の実施

令和6年 3月 計画改定版の策定



№ 主な意見 区の考え方

1

　「2021年に策定した5年計画を中間の3年目に
見直すもの」と謳っているが、3年目の分析がさ
れていないように見える。

　計画は計画期間において概ね3年ごとに取組を
見直すこととしているが、計画策定から現在ま
での間において区を取り巻く情報化の現状等に
変化はあったものの、計画そのものを見直すま
でには至っていないと捉えている。
　一方、計画において取り組む事業は計画策定
後の検討や進捗状況等によって変化しているこ
とから、令和5年度において取組内容の更新を行
う。

2

　成果指標に対する現状値が記載してあるが、
令和4年度時点での数値があった方がよい。当
初、現状といった表記があるとわかりやすい。

　計画改定版素案については、当初計画を大幅
に変えるのではなく、新たに追加した項目を第6
章にまとめたため、現状値は変更せずそのまま
示した。令和4年度のデータはあるため、わかり
やすい形で掲載する。

3

　第6章を追加したのに合わせて、目標や指標は
変更しないのか。変更しないなら再掲してほし
い。

　目標値は変更しない。第6章に再掲する。

4
　目標に対する具体的な実施結果はどのように
検証され、どこでいつ示されるのか。

　計画の進捗状況については、年度ごとに確認
した上で、区ホームページで公開している。

5

　区のホームページについて、情報が一元的に
検索できるように、対象者や行事、事業、活
動、援助等ごとに情報を横断的に提供するペー
ジの設置や、検索窓の設置を行ってほしい。ま
た、担当部門の連絡先も表示されていない。

　区ホームページでは、分野別・ライフシーン
別に情報を探せるサイト構成とし、トップペー
ジにはサイト内検索できる検索窓を設置してい
る。また、イベントを日付・ジャンル別に検索
できるイベントカレンダーや、課ごとに電話番
号やメールアドレスを掲載した区の組織一覧の
ページを設置している。
　今後も、必要な情報をわかりやすく提供でき
るよう、運用していく。

6

　デジタルデバイドについて、本当に支援が必
要な人々に対する具体的な施策が不足してい
る。区の管理業務の効率化と同時に、弱者に対
する温かみのある施策を希望する。

　現在実施しているスマートフォン講習会やタ
ブレット講習会への参加者の声等を参考に、
様々な方のニーズをとらえた施策を検討してい
く。

7

　町会のICT化に関して、当事者は、具体例がな
いとイメージしにくい為、先行団体の事例等の
提示が必要だと思う。

　引き続き情報を収集しながら、活用しやすい
事例の展開について検討していく。

素案に対する主な意見の概要及びそれに対する区の考え方

第1章　中野区地域情報化推進計画について

第5章　目標と情報化に向けた取組

第6章　見直し後の情報化に向けた取組

※区分整理の関係から、提出された意見の分割や同趣旨の意見等の統合を行っている場合がある。
また、個別性の高い意見については掲載を省略している。

別紙１
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第 2次中野区地域情報化推進計画改定版

（案）

2021 年度 2025 年度

令和 5(2023)年１１月

中 野 区

別紙３
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改定の主旨

区は、第 2次中野区地域情報化推進計画を策定し、DX の推進に取り組んできまし

た。計画は、令和 3年度から令和 7年度までの 5年間を計画期間とし、概ね 3年ご

とに取組を見直すこととしています。

計画において取り組む事業は計画策定後の検討や進捗状況等によって変化して

いることから、第 5章の取組内容を見直し、新たに章を追加し第 6章としてまとめ

ました。

更新にあたっては、今後の取組を着実に推進するため、令和 4年度までの進捗状

況を踏まえ、計画策定後の新庁舎移転に向けた検討の進展や、国や東京都の新たな

施策の展開に伴って区が取り組む事業等、各取組において新たに実施する内容を追

加するなど、それぞれの実施内容を更新しました。

新章（第 6章）
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第 1章 中野区地域情報化推進計画について

1 計画の趣旨

近年のＩＣＴ＊を取り巻く環境は大きく進展し、区民生活においては、スマート

フォンやタブレット端末等の情報機器が普及するとともに、ＳＮＳ＊やオンライ

ン会議などのインターネットサービスの利用が急速に進んだことにより、人と人

とのコミュニケーションの取り方や働き方に大きな変化がもたらされ、ＩＣＴの

利活用がより一層身近なものとなっています。また、国においては行政事務の効

率化や生活利便性の向上等に向けてマイナンバー制度の普及を図るとともに、官

民データ活用推進基本法やデジタル改革関連法の制定など制度面での整備を急速

に進めています。こうした中、自治体の保有する基幹システムの標準化・共通化＊

への方針が示されるとともに、区民向けのサービスとしてマイナポータル＊を利用

したぴったりサービス＊によるオンライン手続の対象サービスが大幅に拡充される

など、自治体を取り巻くＩＣＴ環境は大きく変化しています。

また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う影響は、多くの人々の生命や

暮らしに多大な影響を与え続けています。これまでとは異なる生活様式や働き方が

求められる中で、ＩＣＴが果たす役割は今後さらに大きなものになっていくと考え

られ、国・都が進めるデジタルトランスフォーメーション（以下、「ＤＸ＊」とい

う。）の一層の推進を図ることが求められています。

区は、令和 3(2021)年 3 月に改定した中野区基本構想の実現を図るため、令和

3(2021)年 9 月に中野区基本計画を策定しました。また、令和 6(2024)年に区役所

本庁舎の移転を予定しており、国・都が進める法制度の整備やＤＸの推進と歩調

を合わせながら区における情報化施策に集中的に取り組んでいく必要があります。

こうした中、「第 2次中野区地域情報化推進計画」は、今後の区の情報化施策

の基本的な方向性を示すものであり、全体最適な投資によるＤＸの推進を計画的

に進めるための取組を定めるものです。
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2 計画の位置付け

本計画は、中野区基本構想の実現に向けて、中野区基本計画の下位に位置する

個別計画とし、中野区基本計画を情報化の側面から推進するための計画です。ま

た、区では、区政の構造改革に取り組むために中野区構造改革実行プログラムの

策定に向けた検討を進めており、当該プログラムにおいて示す取組を特に集中的

に進めます。

さらに、本計画を「官民データ活用推進基本法」において、各自治体に努力義

務として策定が求められている「市町村官民データ活用推進計画」として位置付

けるとともに、令和 2(2020)年 12 月に国が策定した「自治体ＤＸ＊推進計画」や

東京都が令和 3(2021)年 7 月に策定した「東京デジタルファースト推進計画」の

内容を踏まえたものとします。

なお、教育分野における情報化の取組については、令和 3(2021)年 4 月に策定

した「中野区教育の情報化推進計画」で定めていることから本計画では取り扱わ

ないこととします。

地域情報化推進計画

（市町村官民データ

活用推進計画）

基本構想

基本計画

具体的な取組

（ 国 ）

○官民データ活用推進基本法

○デジタル改革関連法

○自治体ＤＸ推進計画

（東京都）

○東京デジタルファースト

推進計画

○スマート東京実施戦略

整合整合

構造改革実行

プログラム

集中的に

取り組む
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3 計画期間

本計画の計画期間は、中野区基本計画の計画期間と合わせ、令和 3(2021)年度

から令和 7(2025)年度までの 5年間とします。

ただし、ＩＣＴ＊の進展を取り巻く環境の変化が激しい近年において着実に計

画を推進する必要があることから、社会状況の変化、デジタル技術の進展、国・

都の動向及び区における情報化の進捗状況等を考慮しながら、概ね 3年毎に取組

の見直しを行うこととします。

なお、中野区基本計画の改定があった際には、当該内容を踏まえ、本計画の見

直しを行うこととします。

年度 令和 3(2021) 令和 4(2022) 令和 5(2023) 令和 6(2024) 令和 7(2025)

基本計画

地域情報化

推進計画

基本計画（5年間）

地域情報化推進計画（5年間）

情報化に向けた取組

見直し後の情報化に向けた取組

取組の見直し期間
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第 2章 区を取り巻く情報化の現状

1 社会を取り巻くＩＣＴの状況

（1）ＩＣＴの発展と普及

ＩＣＴ＊の発展は目覚ましく、広く社会経済活動から個人の生活において利活

用されるとともに、通信ネットワークもデジタル化･高速化が進み、誰もが、い

つでも、どこでも、誰とでも通信可能な時代となってきています。

近年、情報処理機器･システムと通信ネットワークの組み合わせや一体化によ

り、ＩＣＴによる社会の変革や新しいサービスの創出が進んでいます。その代

表的な例であるスマートフォンは広く人々に利用され、そこで提供されるサー

ビスは社会や人々の暮らしに豊かさや快適さを提供しています。インターネッ

トショッピングやインターネットバンキングなどのサービスや、ＳＮＳ＊は、こ

こ数年で幅広い世代の人々の生活に浸透してきています。

総務省が令和 3(2021)年 6 月に公表した「令和 2年通信利用動向調査」では、

個人におけるスマートフォンの保有率が 69.3％となり、個人のインターネット

利用率も約 8割となっています。また、インターネットの利用目的として、Ｓ

ＮＳの利用率が 7割に達し、全ての年齢層で増加傾向にあります。

さらに、オープンデータ＊、ビッグデータ＊、ＩｏＴ＊、ＡＩ＊など、ＩＣＴの

新たな活用に向けた取組も始まっています。これらのソフトウェア、サービス

等を適切に利用することで、より安全・安心で利便性・効率性の高い社会を実

現することが可能となってきています。このように、ＩＣＴがもたらす新たな

変革の動きは、人々の生活をより豊かにし、そして社会に新たな価値を生み出

すなど大きな影響や変化を与え続けています。

一方、こうしたＩＣＴを活用したサービス等が普及する中で、標的型攻撃を

はじめとするサイバー攻撃などの情報通信の安全性を脅かす事案も多数発生し

ていることから、個人情報の保護や情報漏えい対策が求められています。また、

ＩＣＴを利活用できる人とそうでない人との間に生じる情報格差の問題も大き

な課題であることから、すべての区民がＩＣＴの利便性を享受できる環境を整

えていく必要があります。
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（2）「新しい生活様式」への移行

新型コロナウイルス感染症の影響は未だ収束のめどが立たず、人々の生活や

社会に甚大な影響を与え続けています。一方で、令和 2(2020)年に開始した 5Ｇ

（第 5世代移動通信システム）の提供もあり、働き方の面ではテレワーク＊やオ

ンライン会議の活用などが急速に進展しています。また、日常生活においても、

医療、教育、サービスなど、デジタル化・オンライン化が進み、新たな生活様式

が浸透してきています。

内閣府が公表している「新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意

識・行動の変化に関する調査結果」では、特別区におけるテレワークの実施率

は令和元(2019)年 12 月には 17.8％でしたが、令和 2(2020)年 5 月には 48.4％

となり、令和 3(2021)年 9・10 月においても 55.2％と高い水準を維持していま

す。また、自分自身の暮らしのデジタル化が進んでいると感じるかという問い

については、令和 3(2021)年 4・5 月の調査では 30.5％の回答者が良化、やや良

化と回答しています。しかしながら、地域のつながりや助け合いが広がってい

ると感じるかという問いについては、31.3％の人がやや悪化、悪化と回答して

います。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大はこれまでの日常生活におけるデジタ

ル化の遅れを顕在化し、また日常生活における地域とのつながりがより希薄化

するなどの影響を及ぼしています。一方で、日常生活や社会経済活動における

デジタル化・オンライン化の進展がなされるなど新しい生活様式への移行が進

んでいます。
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17.8 

48.4 
42.8 

53.5 
55.2 

10.3 

27.7 

21.5 

30.8 32.2 

8.1 

19.0 
14.0 

21.9 23.5 

0％

15％

30％

45％

60％

2019年12月 2020年5月 2020年12月 2021年4･5月 2021年9･10月

地域別のテレワーク実施率（就業者）（％）

特別区 全国 地方圏



8

2 国の動向

（1）デジタル・ガバメントの推進

デジタル・ガバメントとはデジタル技術の徹底活用と官民協働を軸として、

国と地方、官民の枠を超えて行政サービスを見直し、行政のあり方を変えてい

くことであり、これらは行政サービスの 100％電子化を目指すためのものです。

平成 28(2016)年に官民データ活用推進基本法が成立し、データ流通環境の整

備や行政手続のオンライン利用の原則化など、官民データの活用に資する各種

施策の推進が政府の取組として義務づけられました。平成 29(2017)年には「世

界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」が策定され、

令和 2(2020)年には新型コロナウイルス感染症による社会経済活動の変化を捉

え、感染拡大の阻止、デジタル強靭化社会の実現を掲げ内容の変更が閣議決定

されました。

デジタル・ガバメントにおける取組については、平成 29(2017)年 5 月に「デ

ジタル・ガバメント推進方針」が策定されました。当該方針では、本格的に国

民・事業者の利便性向上に重点を置き、単なるデジタル化の導入ではなく、行

政のあり方そのものをデジタル前提で見直すデジタル・ガバメントの実現を目

指すこととしています。官民データ活用推進基本法及び「デジタル・ガバメン

ト推進方針」に示された方向性を具体化し、実行することによって、データ環

境の整備や行政手続のオンライン化などを実現するための計画として、「デジ

タル・ガバメント実行計画」が平成 30(2018)年 1 月に策定されましたが、その

後の取組の進展や、新型コロナウイルス感染症への対応で明らかになった課題

を踏まえ令和 2(2020)年に改定されました。

あわせて令和 2(2020)年 12 月に「自治体ＤＸ推進計画」を策定し、目指すべ

きデジタル社会のビジョンとして、「デジタルの活用により、一人ひとりのニ

ーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会～誰一

人取り残さない、人に優しいデジタル化～」を掲げ、デジタル社会の構築に向

けた取組を全自治体において着実に進めていくこととしています。「自治体Ｄ

Ｘ推進計画」の中で、これらの実現のためには、住民に身近な行政を担う自治

体、特に区市町村の役割が極めて重要であるとしています。

また、令和 3(2021)年 5 月に、これまでの情報技術政策全体の基本理念や重

点計画を定めた「高度情報通信ネットワーク社会形成基本法（ＩＴ基本法）」

を廃止し、新たに、理念を定めた基本法、デジタル庁の設置、押印の廃止など

の基盤整備、マイナンバーと預貯金口座の紐付け、自治体の情報システムの標

準化＊といった 5 分野 6 つの法律で構成される「デジタル改革関連法」が成立

し、今後行政のオンライン化やデジタル化をさらに推進していくこととしてい

ます。
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（2）マイナンバーカードのさらなる利用拡大

社会保障・税番号制度の導入に伴い、平成 28(2016)年 1 月に、マイナンバー

カード（個人番号カード）の交付が開始されました。

マイナンバーカードの交付率は令和元(2019)年 11 月時点では 19.6％でした

が、マイナポイント付与事業などの普及促進の取組によって大幅に交付件数が

増え、令和 3(2021)年 11 月時点では 41.1％まで到達しました。

国は、令和 4(2022)年度中にほとんどの国民がマイナンバーカードを保有す

ることを想定し様々な取組を進めています。ぴったりサービス＊の拡張や納税手

続のデジタル化（年末調整・確定申告手続に必要な情報の自動入力）に加え、

今後、健康保険証としての利用も予定されています。さらに、運転免許証との

一体化や金融機関口座の紐付けによる公的給付への活用の検討も進んでおり、

公共、民間サービスでのさらなる利便性の向上が期待されます。

データ引用：マイナンバー制度とマイナンバーカード 総務省
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3 東京都の動向

（1）スマート東京の実現

東京都では、都民サービスの持続的向上に向けた効率的・効果的な政策の実

現に向け、ＩＣＴ＊の利活用を推進するため、平成 29(2017)年 12 月に「東京都

ＩＣＴ戦略」を策定し、ＩＣＴ施策の展開を示しています。令和元(2019)年に

「『未来の東京』戦略ビジョン」を発表し、デジタルの力で東京のポテンシャ

ルを引き出し、都民が質の高い生活を送ることができる「スマート東京」とい

う概念を示し目指すべき姿を明らかにするとともに、その実現に向けた施策を

具体化・加速化させるため「スマート東京実施戦略」を策定しました。令和

3(2021)年には「未来の東京」戦略、「シン・トセイ」戦略を発表し、その中で

示されたデジタル化の取組を新たに位置づけるなど、ＩＣＴを活用した行政の

ＤＸ＊を推進し、「スマート東京」の実現を目指しています。

（2）行政手続のデジタル化

令和3(2021)年4月に東京デジタルファースト条例が施行され、ポストコロナ

社会を見据え、行政手続のデジタル化を一層推し進めていくため「東京デジタ

ルファースト推進計画」が令和3(2021)年7月に策定されました。計画の中では

都の条例・規則・要綱等において規定されている全手続を対象としてデジタル

化を推進することで、都民生活の質の向上や事業者活動の円滑化につなげ、都

政のサービスの向上を図ることとしています。具体的な内容としては、利用者

中心のデジタル化の推進に向け、ユーザ目線に基づく政策・サービスを創出す

る「デザイン思考の行政サービス」や、一度提出した情報は同一の内容の情報

の提供を要しないものとする「ワンスオンリー・ワンストップの推進」、スマ

ートフォンにより不便なくオンライン手続ができる環境整備を行うとする「モ

バイルサービスでの提供」、デジタルファーストを旨とする行政手続として「行

政手続の原則デジタル化」や「デジタル化に伴う手続の抜本的な見直し」など

の取組を推進していくこととしています。

（3）デジタルサービス局の設置

デジタルの力を活用した行政を総合的に推進し、都政のサービスの質を飛躍

的に向上させるため、新たにデジタルサービス局が設置されました。「各局区

市町村のＤＸ＊推進を技術面からサポート」、「デジタルに関する全庁統括」、

「デジタル人材の結集と都庁職員の育成」の 3つの機能を中心にデジタルガバ

メント・都庁の実現に寄与していくとしています。

また、スマート東京の実現に向け、電波の道で「つながる東京」、公共施設や

都民サービスのデジタルシフト＊＝「街のＤＸ」、都庁のデジタルシフト＝「都

庁のＤＸ」の 3つの柱で施策を展開し、都民の生活の質の向上を実現するとし

ています。
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第 3章 区の現状と課題

1 区の情報化の沿革

区では、昭和 41(1966)年に中央電子計算組織を導入して以来、積極的に情報化

施策に取り組み、昭和 48(1973)年には「中野区情報処理基本計画」を策定し、漢

字処理化やオンラインによる即時処理の実現、各種ＯＡ機器の導入、拡充などを

進めてきました。

また、その後の情報通信技術や機器の発展に伴い、平成 5(1993)年に行政情報

化、地域情報化の双方の視点を踏まえた「中野区情報化推進計画」（平成 9(1997)

年 3 月に改定）を策定したほか、平成 6(1994)年には「中野区テレトピア基本計

画」を策定し、テレトピア地域の指定を受け、都市型ＣＡＴＶ区民チャンネルの

開局、図書館オンラインネットワークシステムなどの整備を行い、着実に情報化

を進めてきました。

平成 14(2002)年 3 月に当面の 3か年に焦点を絞った、「電子区役所実現 3か年

プログラム」を取りまとめ、電子区役所の実現を推進し、文書管理、財務会計、

庶務事務などの内部情報系のシステムを稼働させ、事務効率の向上と情報共有を

図るとともに、「電子申請サービス」を平成 17(2005)年から開始しました。

平成 20(2008)年 3 月に計画期間を 10 年とする「中野区地域情報化推進計画」

を策定し、ＩＣＴ＊の利活用により区民生活・地域社会・行政の情報化などに取り

組みました。また、「中野区住民情報系システム全体最適化計画」を策定し、住

民情報系システムのソフトウェアパッケージ化と、それを見据えたハードウェア

のオープン化を進めるとともに、マイナンバー制度導入への対応、区の情報セキ

ュリティの向上を目的としたネットワーク三層分離＊への対応など、区として対

応すべき課題の解決に取り組んできました。

2 区の情報化における現状と課題

（1）中野区基本構想に描くまちの姿の実現

区は、中野区基本構想の実現を図るため、令和 3(2021)年 9 月に中野区基本

計画を策定しました。中野区基本計画の各政策・施策において示す取組のうち、

ＩＣＴ＊を活用して事業を進めていくべき取組を着実に推進する必要がありま

す。また、区政運営の基本方針において、社会の変化に対応した質の高い行政

サービスの提供を示しており、今後見込まれる、超高齢社会や人口減少局面に

おいても、デジタルシフト＊による行政サービスの質と効率性の向上に向けた取

組を中野区基本計画と整合を図りながら進めていく必要があります。
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（2）区役所新庁舎への移転を見据えた情報基盤の整備

区では令和 6(2024)年 5 月に区役所新庁舎への移転を予定しています。区役

所新庁舎の整備スケジュールに合わせて、より一層の区民サービスの向上を図

るために窓口対応環境の構築を進めるとともに、業務の質の向上を図るために、

ネットワーク環境の整備、コミュニケーション手段の多様化、紙文書や台帳の

電子化と機能的な保有方法の検討などＩＣＴ＊を活用し、効率的で多様な働き方

を可能とする情報基盤の整備を進める必要があります。

（3）国の方針等への対応

国は、デジタル社会の実現に向けて、自治体全体と連携して取り組んでいく

ために策定した「自治体ＤＸ推進計画」において、重点取組事項として以下の

6つの取組を示すとともに、あわせて取り組むべき事項として 2つの取組を示

しています。区においても推進体制を整え、重点的に取り組んでいく必要があ

ります。

また、官民データ活用推進基本法第 9条において、区市町村における官民デ

ータ活用の推進に関する施策の基本的な計画の策定が努力義務とされています。

区では、同法が自治体に求める以下の 5つの施策を推進することにより、豊か

で快適な生活環境の実現を目指すための取組を進める必要があります。

ア 「自治体ＤＸ推進計画」における自治体の重点取組事項

①自治体の情報システムの標準化・共通化＊

②マイナンバーカードの普及及び活用に係る取組

③行政手続等の原則オンライン化

④ＡＩ＊・ＲＰＡ＊の利用推進

⑤テレワーク＊の推進

⑥セキュリティ対策の徹底

イ 重点取組事項と合わせて取り組むべき事項

①地域社会のデジタル化

②デジタルデバイド＊の是正に係る取組

ウ 官民データ活用推進基本法における基本的施策

①行政手続等の原則オンライン化（※再掲）

②オープンデータ＊の推進による官民データの活用

③マイナンバーカードの普及及び活用に係る取組（※再掲）

④デジタルデバイドの是正に係る取組（※再掲）

⑤情報システムに係る規格の整備及び互換性の確保等に係る取組

（標準化、業務改革（ＢＰＲ））
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第 4章 情報化に向けた基本的な考え方

1 基本方針

中野区基本構想の実現に向け、情報化にかかる社会情勢、国・都の動向、区の

現状などを踏まえた情報化施策を推進し、行政手続のオンライン化やオープンデ

ータ＊の拡充などの取組によって行政サービスの質の向上を目指します。

また、「自治体ＤＸ＊推進計画」や区役所新庁舎への移転を契機とし、これらの

取組を推進していくにあたっての情報基盤の効果的な整備を集中的に進めます。

2 計画の目標

目標 1 ＩＣＴを活用した行政サービスの提供による区民の利便性向上と地域の活性化

スマートフォンの急速な普及などにより、より生活に身近になったＩＣＴ＊を

活用し、行政サービスの利便性向上を図ることで、利用者がその利便性を実感で

きるよう取り組むとともに、あわせて、より身近に行政サービスを感じることが

できるよう取り組む必要があります。新しい生活様式の浸透や今後ますます加速

する高齢化など、社会情勢の大きな変化を踏まえながら、情報化によって誰もが

等しく行政サービスを利用できる環境をつくり、利用者視点でＩＣＴやデータな

どを活用し、さらなるオープンデータ＊の推進を行うことで区民にとってさらに

利便性の高い行政サービスを提供することを目指します。

そして、地域のつながりを広げ、地域経済活動の活性化を図るために、区民や

事業者のＩＣＴ活用を促進します。また、産学官民＊の協働により地域課題の解決

を目指します。

目標 2 効率的で質の高い情報基盤の整備による区政運営の推進

区役所新庁舎への移転を契機として情報基盤の見直しを行います。ユニファイ

ド・コミュニケーション＊の導入や、ペーパーレス化の徹底、事務手続における押

印見直しを進めるなど、長期的な視点において効率的かつ柔軟な働き方ができる

環境を整備します。

業務システムの標準化・共通化＊に合わせて、強靱な情報セキュリティ基盤を維

持しながら、改めて全体最適化の視点でシステムの見直しを行い、手続のオンラ

イン化やシステム間の連携を強化することで利便性の向上と効率化の両立を目指

します。

急速に発展するＩＣＴ＊に対応可能な職員を計画的、継続的に育成するととも

に、外部人材の活用などを進め、体制の強化を行います。
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3 計画の体系

本計画では「目標」に基づいた「情報化に向けた取組」を設定し、情報化に向けた

取組のなかで事業内容を定めています。

【凡例】

●：「官民データ活用推進計画」において示されている地方公共団体が取り組むべき事項・内容

◆：「自治体ＤＸ推進計画」において示されている地方公共団体が取り組むべき事項・内容

目標 1 ＩＣＴを活用した行政サービスの提供による区民の利便性向上と地域の活性化

情報化に向けた取組 概要

1 来庁しなくても受けられ

る行政手続の充実

電子申請やマイナンバーカードを利用したオンライ

ンサービスを活用して、区民が来庁せずに手続を済ま

せることができる環境整備を進めます。

●

◆

2 効率的な区政情報の発信

と広聴機能の強化

どんな人でも見やすい・探しやすいユニバーサルデザ

イン＊に配慮したホームページや、地図情報等を充実

させた公開型ＧＩＳ＊の構築をします。

オンラインでの調査を活用して、区民ニーズの把握や

実施事業に関する満足度等が比較的簡易かつ短期間

に把握が可能となるよう、広聴機能を強化します。

●

3 つながりや交流の機会の

提供支援

区有施設等において、オンライン会議ができる環境を

整備するとともに、場所を問わず相談や各種講座等が

実施できる環境整備を行います。

また、地域をつなげる仕組みを構築します。

4 健康で安心して暮らし続

けることができる日常生

活の支援

ＩＣＴ機器を活用した見守り体制の充実を図るとともに、

国の方針に沿って、生涯にわたる個人の健康等の情報を本

人等が正確に把握するための仕組みを整備します。

5 地域経済活動の活性化 補助金の活用等により、区内商店街におけるキャッシ

ュレス決済の導入を促進し、利用者の利便性の向上と

地域経済活動の活性化を図ります。

また、区有施設集会室等使用料の支払いにおいてキャ

ッシュレス化を推進します。

6 デジタルデバイド＊の

解消

デジタル初心者に対するＩＣＴ教室の開催や町会等

のＩＣＴ環境整備の支援など、区民がデジタル技術を

活用できるよう支援します。

●

◆

7 産学官民の協働によるＩ

ＣＴを活用した地域の課

題解決や地域活性化

様々な地域課題について、産学官民＊が一緒に解決し

ていくことで、地域活性化を目指します。
●

◆
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目標 2 効率的で質の高い情報基盤の整備による区政運営の推進

4 計画の進行管理

本計画では目標に対する成果指標を設定します。毎年度、情報化に向けた取組

の進行管理と成果指標の確認をあわせて行い、事業の見通しや課題等を確認した

うえで、必要に応じて当該年度や翌年度以降の事業に反映します。

情報化に向けた取組 概要

1 行政事務の効率化推進 区の事務について、行政手続の簡素化、ペーパーレス

の推進、押印見直しなどの業務改革を行い、ＥＢＰＭ

（データに基づく政策形成）の実現に向けた統合型Ｇ

ＩＳやＡＩ＊・ＲＰＡ＊などの技術を使うことで、さら

なる効率化を目指します。

●

◆

2 職員の効率的な働き方に

向けた情報基盤の構築

区役所新庁舎への移転を契機として、情報システムの

基盤整備を行い、行政サービスの一層の向上と職員が

効率的に働ける環境整備を行います。

◆

3 情報システムの標準化・

共通化の推進

国の方針に従って、指定された事務処理を標準仕様シ

ステムに移行することで、事務や手続の全国的な標準

化＊に取り組みます。また、共通的な基盤や機能を提

供するクラウドサービスでの運用についても検討を

していきます。

●

◆

4 情報システムの全体最適

化・情報セキュリティの強

化と確保

業務システムや機器等の標準化により情報システム

の運用環境の最適化を推進するとともに、国の標準

化・共通化＊の方針を踏まえて調達ガイドラインを改

訂し、システム全体の最適化を進めていきます。

国が策定したセキュリティガイドラインを踏まえた

強固な情報セキュリティを確保します。

◆

5 職員の人材育成・活用 ＩＣＴスキルの高い職員の育成を行い、計画的な配置

と人事異動などを進めることで体制の強化を行いま

す。

需要を見定め、期間を定めた外部人材などの活用につ

いて検討をします。
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第 5章 目標と情報化に向けた取組

＜取組の見方＞
中野区地域情報化推進計画の取組

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

○マイナンバーカード普及に伴う他の電子手
続等との役割分担及びオンラインサービスに
ついての整理

検討 拡充 推進

(国)は令和３年４月２８日付「地方公共団体における行政手続のオンライン化について」総務省より掲
示されたスケジュール

(国)罹災証明書の発行申請手続について、内
閣府が整備するクラウド型被災者支援システ
ムとマイナポータルとの連携対応

検討

○罹災証明書の発行申請手続について、国の
方針からの区の対応検討

関連部署 情報システム課、手続所管課

  スケジュール

○ぴったりサービスでの子育て、介護関係等
の手続拡充

検討 拡充

区役所内の効果○デジタル化による業務の効率化

４．実施イメージ

１－１ー① ぴったりサービスなどマイナンバーカードを活用した電子手続の拡充

　区民が来庁せずに手続きを受けられるよう、電子申請やマイナンバーカードを活用したオンラインサービ
スが充実している。

２．実施内容

　①マイナンバーカードの普及促進
　②ぴったりサービスなどマイナンバーカードを活用した電子手続の拡充
　③ペーパーレスの推進と押印の見直し
　④電子申請サービスの見直し
　⑤国が示しているマイナポータルからの電子手続きを可能とする環境構築

3．期待される効果

区民への効果 ○来庁せずに手続きが可能となり、区民利便性の向上

地域情報化推進計画

の取組番号 1－1 取り組み名 来庁しなくても受けられる行政手続の充実

１．目的
目的

成し遂げたい内容、目指すものの内容

実施内容

目的のために、どのように進めていくか

期待される効果

区民への効果、区役所内の効果等

実施イメージ

取り組んで行く内容のイメージ図

「２.実施内容」毎のスケジュール

実施内容における取組事項を記載

引っ越し

子育て

など

オンラインで

手続き・申請

（国の方針が通知され次第「検討」、

期日が示されれば、それまでに「実施」)

・新規事業は◎印、拡充事業は○印

・取組事項の再掲表示

・区以外のスケジュールは()で対象を記載し、色分け

スケジュールの進捗の凡例

①検討（方針決定、予算要求）

②準備（調達、構築）

③稼働、実施、拡充

④継続、推進
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目標 1 ＩＣＴを活用した行政サービスの提供による区民の利便性向上と地域の活性化

○ＩＣＴ＊の活用により、中野区基本計画における施策の取組を効果的に推進し

ます。

○スマートフォン等の情報通信機器の普及や身近となったインターネットを利

用した時間や場所にとらわれない行政サービスの提供、窓口における各種行

政手続の簡素化、区政情報の取得手段の多様化など、行政サービスの利便性

の向上を図ります。

○施策の実施に当たっては、ＩＣＴを活用した地域のつながりや地域経済活動

の活性化を図り、デジタルデバイド＊を解消する取組を進めます。

□成果指標

【出典】※1 中野区資料 ※2 中野区区民意識・実態調査

□目標の達成に向けた情報化の取組

1 来庁しなくても受けられる行政手続の充実

2 効率的な区政情報の発信と広聴機能の強化

3 つながりや交流の機会の提供支援

4 健康で安心して暮らし続けることができる日常生活の支援

5 地域経済活動の活性化

6 デジタルデバイドの解消

7 産学官民＊の協働によるＩＣＴを活用した地域の課題解決や地域活性化

指標項目
現状

(令和2(2020)年度)

目標

(令和5(2023)年度) (令和 7(2025)年度)

区内のマイナンバーカー

ド交付率※１
31.6％ 100％ 100％

オンラインによる申請手

続受付件数※１
約 146 万件 170 万件 200 万件

地図情報に関する窓口及び

電話等問い合わせ件数※１
約 12 万件 － 約 6万件

区が特に力を入れている

と感じる施策が「情報化

の推進」である割合※２

2.1％ 5％ 10％

区と連携してデジタルデ

バイドの解消に向けた取

組を行う団体数※１

2 団体 4団体 6団体
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R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

地域情報化推進計画

の取組番号 1－1 取り組み名 来庁しなくても受けられる行政手続の充実

１．目的

　区民が来庁せずに手続きを受けられるよう、電子申請やマイナンバーカードを活用したオンラインサービ
スが充実している。

２．実施内容

　①マイナンバーカードの普及促進
　②ぴったりサービスなどマイナンバーカードを活用した電子手続の拡充
　③ペーパーレスの推進と押印の見直し
　④電子申請サービスの見直し
　⑤国が示しているマイナポータルからの電子手続を可能とする環境構築

３．期待される効果

区民への効果 ○来庁せずに手続きが可能となり、区民利便性の向上

区役所内の効果○デジタル化による業務の効率化

４．実施イメージ

１－１ー① マイナンバーカードの普及促進

関連部署 戸籍住民課

  スケジュール

○マイナンバーカード交付窓口の拡大や交付
体制の強化

拡充 推進

コンビニ交付サービスの利用促進 推進

引っ越し

子育て

など

オンラインで

手続き・申請

区
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R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

(都)は東京電子自治体共同運営協議会より掲示されたスケジュール

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

(国)は総務省より掲示された自治体以外のスケジュール

１－１ー② ぴったりサービスなどマイナンバーカードを活用した電子手続の拡充

関連部署 情報システム課、手続所管課

  スケジュール

○ぴったりサービスでの子育て、介護関係等
の手続拡充

検討 拡充

(国)罹災証明書の発行申請手続について、内
閣府が整備するクラウド型被災者支援システ
ムとマイナポータルとの連携対応

検討

○罹災証明書の発行申請手続について、国の
方針からの区の対応検討

○マイナンバーカード普及に伴う他の電子手
続等との役割分担及びオンラインサービスに
ついての整理

検討 拡充 推進

(国)は令和３年４月２８日付「地方公共団体における行政手続のオンライン化について」総務省より掲
示されたスケジュール

１－１ー③ ペーパーレスの推進と押印の見直し

関連部署 新区役所整備課、窓口所管課

  スケジュール

ペーパーレス推進体制の構築 推進

◎現状調査・諸手続の見直し 実施 拡充 推進

◎紙資料のペーパーレス化 実施 拡充 推進

１－１－④ 電子申請サービスの見直し

関連部署 情報システム課、手続所管課

  スケジュール

(都)電子申請システムの見直し 実施

○都の電子申請システムの見直し対応及び手
続可能なサービスの拡充

検討 拡充

(１ー１－②再掲)○マイナンバーカード普及
に伴う他の電子手続等との役割分担及びオン
ラインサービスについての整理

検討 拡充 推進

１－１－⑤ 国が示しているマイナポータルからの電子手続を可能とする環境構築

関連部署 情報システム課、手続所管課

  スケジュール

(国)自治体の基幹システムとぴったりサービ
スのオンライン接続についての標準仕様の提
供

実施

◎マイナポータル手続の電子化に向けた情報
基盤の整備

検討 稼働

○マイナポータルからの電子手続の拡充 検討 拡充

 （国の方針が通知され次第「検討」、

期日が示されれば、それまでに「実施」)
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R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

地域情報化推進計画

の取組番号 1－2 取り組み名 効率的な区政情報の発信と広聴機能の強化

１．目的

　区が保有している各種データの公開数の拡充を行い、誰もが自由に行政データを二次利用できる環境づく
りができている。
　そして、区のホームページがユニバーサルデザインに配慮され、だれもが区の情報を見やすく・探しやす
い状態となり、かつ必要な情報が提供されている。
　また、区民のニーズや満足度が把握でき、迅速に政策への反映ができている。

２．実施内容

　①オープンデータの公開数の拡大
　②ホームページのリニューアル
　③区民意識・実態調査のオンライン化・各事業のニーズ、満足度等調査の実施
　④統合型ＧＩＳの活用

３．期待される効果

区民への効果 ○区民のニーズに沿った事業実施の実現

区役所内の効果
○見やすい・探しやすいホームページにより、電話・窓口問い合わせ件数の減少
○区の政策の効果的かつ効率的な実施

４．実施イメージ

１－２－① オープンデータの公開数の拡大

関連部署 情報システム課、各所管課

  スケジュール

国から示された「自治体が公開することが推
奨されるデータ及びフォーマット」の公開

推進

○オープンデータの公開数の拡大 拡充

○統合型ＧＩＳ稼働による地図情報を活用し
たデータの公開

検討 拡充 推進

職員向け研修の検討・実施 推進

地図データ

各種データ
分析

各政策へ反映

中野区ホームページ

区民等
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R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

１－２－② ホームページのリニューアル

関連部署 広聴・広報課

  スケジュール

◎ホームページの統合・全面リニューアル 検討 準備 稼働 継続

１－２－③ 区民意識・実態調査のオンライン化、各事業のニーズ・満足度等調査の実施

関連部署 広聴・広報課、総務課、各所管課

  スケジュール

区ホームページのアンケート機能を使用した
調査

拡充 推進

◎区ホームページのリニューアルによるアン
ケート機能の強化

検討 実施 推進

◎区民意識・実態調査のオンライン化 検討 実施 推進

１－２－④ 統合型ＧＩＳの活用

関連部署 情報システム課、新区役所整備課、各所管課

  スケジュール

◎統合型ＧＩＳ導入・活用 検討 準備 稼働 継続

地図資料などのペーパーレス化 実施
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R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

地域情報化推進計画

の取組番号 1－3 取り組み名 つながりや交流の機会の提供支援

１．目的

　区有施設でオンライン会議環境があり、利用者が本庁舎に来なくても相談ができる。
　そして、場所を問わず、各種講座等が受けられる。
　また、ＩＣＴが地域のつながりの１つの手段として活用されている。

２．実施内容

　①オンラインを活用した相談・講座の開催
　②地域をつなげる仕組みの構築
　③区有施設の区民向けオンライン環境の整備
　④区役所内におけるオンライン会議の普及

３．期待される効果

区民への効果
○区民に対する利便性向上・支援の拡大
○新型コロナウイルス感染症拡大防止

区役所内の効果○往訪の抑制による、支援活動の効率化

４．実施イメージ

１－３－① オンラインを活用した相談・講座の開催

関連部署 情報システム課、相談・講座等実施課

  スケジュール

オンラインを活用した相談・講座の操作方法
の周知

実施 推進

オンラインを活用した相談・講座開催 実施 推進

パソコン教室やスマートフォン教室の開催 推進

オンライン会議

による

相談・支援　等

区有施設区役所

場所を問わず、

各種講座等が受けられる

ＩＣＴを活用した

地域コミュニティ
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R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

１－３－② 地域をつなげる仕組みの構築

関連部署 情報システム課、地域活動推進課

  スケジュール

◎モバイル機器利用に向けたきっかけの創出 検討 実施 推進

◎モバイル機器講習会 実施

◎地域に携わる方を中心としたＩＣＴの活用 検討 実施 推進

１－３－③ 区有施設の区民向けオンライン環境の整備

関連部署 広聴・広報課、情報システム課、各施設管理課、相談・講座等実施課

  スケジュール

地域ＢＷＡシステムの協定 推進

Nakano Free Wi-Fi の見直し 検討 実施

◎区民活動センターにおけるオンライン環境
の整備(モバイルルータ貸出）

稼働 継続

○本庁舎会議室等におけるオンライン環境の
整備

稼働 継続

◎新庁舎におけるオンライン環境の整備 検討 稼働 継続

○区有施設におけるオンライン環境の拡充 検討 拡充 推進

１－３－④ 区役所内におけるオンライン会議の普及

関連部署 情報システム課、オンライン会議利用課

  スケジュール

◎オンライン会議活用の手引きの作成・周知 実施 推進

◎オンライン会議開催・活用のための職員研
修

実施 推進
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R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

地域情報化推進計画

の取組番号 1－4 取り組み名 健康で安心して暮らし続けることができる日常生活の支援

１．目的

　一人暮らし高齢者の見守りセンサーや認知症高齢者等のためのＧＰＳなどのＩＣＴ技術を活用した見守り
体制により、高齢者などが安心して暮らし続けることができている。
　また、国の方針に従って、マイナポータルを活用して本人等が健康状態を確認できている。

２．実施内容

　①ＩＣＴ技術を活用した高齢者の見守り・支えあいの推進
　②マイナポータルから本人や家族等が健康情報を把握するための仕組み(PHR)の整備

３．期待される効果

区民への効果
○高齢者などが安全かつ健康的で、安心して暮らし続けることができる
○自らの健康状態を把握し、疾病の早期発見・早期治療につながる

区役所内の効果
○ＩＣＴ技術を活用することで、適切で迅速な対象者への支援が可能
○重複投薬の防止や適切な医療サービス提供等による、医療費の適正化

４．実施イメージ

１－４－① ＩＣＴ技術を活用した高齢者の見守り・支えあいの推進

関連部署 地域活動推進課、すこやか福祉センター

  スケジュール

○ＩＣＴ技術を活用した見守り・支えあいな
どの支援の充実

検討 実施 推進

GPS

センサー

見守り

PHR

全国の医療機関で

情報確認可能

電子処方箋

自治体 健診結果

閲覧



25

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

(国)は厚生労働省より掲示されたスケジュール

(国)電子処方箋の仕組みへの対応 検討

(国)自身の保険医療情報を活用できる仕組み
への対応

検討

◎ＰＨＲのマイナポータルからの参照・管理 準備 稼働 継続

(国)自治体間の健診受診情報の共有 稼働 継続

１－４－② マイナポータルから本人や家族が健康情報を把握するための仕組み(ＰＨＲ)の整備

関連部署 保健企画課

  スケジュール
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R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

地域情報化推進計画

の取組番号 1－5 取り組み名 地域経済活動の活性化

１．目的

　区内事業者がＩＣＴ技術を活用することで、経済交流が広がり、販路が拡大し、生産性が向上される。
　さらに、商店街や区有施設集会室等使用料の支払い等においてキャッシュレス化を推進し、非接触型決済
の普及となり、区民や外国人観光客等の利便性が向上している。

２．実施内容

　①区内事業者のＩＣＴ化促進及び経済交流の支援
　②商店街のキャッシュレス化推進
　③区有施設集会室等使用料の支払いのキャッシュレス化推進

３．期待される効果

区民への効果

○区内事業者同士の交流の増加による、地域経済の成長
○商店街での買い物等における区民の利便性の向上
○商店街における外国人観光客等の増加
○区有施設集会室等使用料の支払いにおける利便性の向上

区役所内の効果
○区内事業者数や区内従業者数の増加
○「利便性の高い区」の構築
○区内への観光客の誘致

４．実施イメージ

１－５－① 区内事業者のＩＣＴ化促進及び経済交流の支援

関連部署 産業振興課

  スケジュール

区内事業者に対するオンライン化支援 実施 推進

◎区内連携機関とのネットワークを活用し
て、事業者のＩＣＴ化促進を支援

検討 実施

◎販路拡大のためのイベントや先端技術を紹
介するセミナー等への事業者の参加を支援

検討 実施

キャッシュレス

対応支援

買物客・観光客

施設利用者　等

キャッシュレス決済

区有施設

区内事業者

支払い

支払い

各種相談・セミナー等
事業者同士の

マッチング
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R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

○他施設のキャッシュレス化 　 検討 実施 継続

関連部署 地域活動推進課(区民活動センター)、他施設管理課

  スケジュール

◎区民活動センターのキャッシュレス化 検討 実施 継続

○商店街へのキャッシュレス機器の導入支
援、実績検証及び拡充支援の検討

実施
検討

(拡充支援)

１－５－③ 区有施設集会室等使用料の支払いのキャッシュレス化推進

１－５－② 商店街のキャッシュレス化推進

関連部署 産業振興課

  スケジュール
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R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

地域情報化推進計画

の取組番号 1－6 取り組み名 デジタルデバイドの解消

１．目的

　デジタル初心者向けにＩＣＴ教室の開催やサポート支援体制の整備などにより、モバイル機器を活用する
人が増え、区のオンラインサービスの利用や情報収集及び発信などＩＣＴを利活用する区民が増えている。

２．実施内容

　①デジタルデバイド解消に向けた支援
　②町会・自治会等公益活動団体におけるＩＣＴ環境の支援

３．期待される効果

区民への効果
○ＩＣＴ活用機会の創出
○ＩＣＴの利活用により生活利便性が向上

区役所内の効果○オンラインでの利用者が増加することにより、オンラインサービス提供等が促進

４．実施イメージ

１－６－① デジタルデバイド解消に向けた支援

関連部署 情報システム課

  スケジュール

パソコン教室やスマートフォン教室の開催 継続

◎区民のモバイル機器に関する実態把握 実施

（１－３－②再掲）◎モバイル機器利用に向
けたきっかけの創出

検討 実施 推進

（１－３－②再掲）◎モバイル機器講習会 実施 実施

町会・自治会等公益活動団体へ

デジタル環境の支援

区

貸出 学ぶ環境

ＳＮＳや

ホームページ等による

情報発信

モバイル機器の導入等

インターネット

ＩＣＴによる生活の利便性向上
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R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

◎ＳＮＳやホームページ等による、町会・自
治会等公益活動団体の情報発信の支援

検討 実施 推進

○助成金の支給（町会・自治会のＩＣＴ活
動）

拡充 推進

◎町会・自治会等公益活動団体のＩＣＴスキ
ルの向上に向けた支援

実施 推進

１－６－②
町会・自治会等公益活動団体におけるＩＣＴ環境の支援(町会・自治会公益活動推進助成
制度)

関連部署 地域活動推進課

  スケジュール
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R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

地域情報化推進計画

の取組番号 1－7 取り組み名
産学官民の協働によるＩＣＴを活用した地域の課題解決や地
域活性化

１．目的

　行政サービスの効率化・高度化、区民の生活の利便性や快適性の向上、安心・安全に暮らせる街などの街
づくりを通じた際の様々な課題について、産業界（民間企業）、学校（教育・研究機関）、官公庁（国・自
治体）、民間（区民・ＮＰＯ)が一緒に解決していくことで、地域活性化を実現することができている。

２．実施内容

　①オープンデータの公開数の拡大
　②産学官民の協働に関する区の窓口体制の整備とデータ連携
　③東京都が整備する横断的な連携を可能とするデータ基盤の活用

３．期待される効果

区民への効果 ○区民生活の利便性や快適性の向上、より区民のニーズに沿った事業実施の実現

区役所内の効果○行政単独では解決できなかった課題の解決

４．実施イメージ

１－７－① （１－２－①再掲）オープンデータの公開数の拡大

関連部署 情報システム課、各所管課

  スケジュール

国から示された「自治体が公開することが推
奨されるデータ及びフォーマット」の公開

推進

○オープンデータの公開数の拡大 拡充

○統合型ＧＩＳ稼働による地図情報を活用し
たデータの公開

検討 拡充 推進

職員向け研修の実施 推進

事業の提案等

A課

B課
協働専用窓口

中野区
データ基盤

課題解決に向けた取組事業の実施
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R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

(都)は東京都より掲示された都のスケジュール

１－７－② 産学官民の協働に関する区の窓口体制の整備とデータ連携

関連部署 情報システム課、産学官民からの連携希望があった事業の担当課

東京都が整備する横断的な連携を可能とするデータ基盤(東京データプラットフォーム：
ＴＤＰＦ)の活用

関連部署 情報システム課

  スケジュール

  スケジュール

産学官民協働専用窓口の広報 推進

民間ポータルサイト等と区のデータ連携の推
進

推進

◎ＴＤＰＦとのデータ提供・活用

(都)ＴＤＰＦ運営組織設立 未定

(都)市区町村の行政データを整備・運用

１－７－③

令和４年度以降に予定されている行政データの整備

後に区としてデータ提供等を開始予定
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目標 2 効率的で質の高い情報基盤の整備による区政運営の推進

○区役所新庁舎への移転に向けて、情報セキュリティの水準を維持しながら、

より質の高いサービスを提供できるよう、職員が柔軟かつ効率的な働き方が

できる情報基盤の構築を目指します。

○効率的で質の高い事務を行うため、システムの改修や導入時における、シス

テム間の連携や標準化＊、経費の削減等の全体最適化を推進します。

○個人情報に代表される重要な情報を守るために、職員研修や安全点検を実施

するとともに、情報セキュリティ基盤の強化を継続的に行うことで情報セキ

ュリティの向上に努めます。

○ＩＣＴを利活用できる職員の育成や計画的な配置を行うとともに、専門的な

知識や経験を有する民間人材の活用などを進めていきます。

□成果指標

【出典】中野区資料

※ｆｍ（ファイルメーター）・・・書類を積み上げた高さをメートル単位で測ったもの

で、一般的に１ｆｍは約１万枚と換算する。

□目標の達成に向けた情報化の取組

1 行政事務の効率化推進

2 職員の効率的な働き方に向けた情報基盤の構築

3 情報システムの標準化・共通化＊の推進

4 情報システムの全体最適化・情報セキュリティの強化と確保

5 職員の人材育成・活用

指標項目
現状

(令和2(2020)年度)

目標

(令和5(2023)年度) (令和7(2025)年度)

本庁舎の執務室等で保有

し、組織で共有している

文書量（fm）※

約 8,800fm 約 3,600fm 約 3,000fm

ＡＩ・ＲＰＡの活用による

業務改善数
2 件 7 件 15 件

標準化システムへ移行した

事業数
0/15 1/15 15/15

情報セキュリティ事故発生

件数
14 件 0 件 0 件

ＩＣＴ資格の「ＩＴパスポ

ート試験」取得者数
13 名 20 名 30 名
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R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

地域情報化推進計画

の取組番号 2－1 取り組み名 行政事務の効率化推進

１．目的

区の事務について、ペーパーレスなどの業務改革を行い、効率化を図る。
そして、ＥＢＰＭ（データに基づく政策形成）の実現に向けた統合型ＧＩＳやＡＩ・ＲＰＡなどの技術を使
うことで、さらに効率化が図られ、職員が区民サービスの更なる充実に力を注ぐことができる。

２．実施内容

　①ペーパーレスの推進と押印の見直し
　②ＡＩ・ＲＰＡの利用促進
　③窓口支援システムの導入
　④統合型ＧＩＳの整備

３．期待される効果

区民への効果
○外国人住民等に対して、ＡＩにより多言語対応が充実し情報提供や相談が可能
○窓口手続きにおける申請書記入などの手間の省略化

区役所内の効果
○職員の負担軽減、業務効率化
○管理する紙資料の削減（保管スペース削減、情報検索性の向上）

４．実施イメージ

２－１ー① （１－１－③再掲）ペーパーレスの推進と押印の見直し

関連部署 新区役所整備課、各所管課

  スケジュール

ペーパーレス推進体制の構築 推進

◎現状調査・諸手続の見直し 実施 拡充 推進

◎紙資料のペーパーレス化 実施 拡充 推進

紙面による業務の見直し、電子化・クラウドサービスの活用による

ペーパーレス化を図る

タッチパネル

ディスプレイ

来庁した区民のスムーズな案内が可能となるような

窓口支援等の設計について検討する

区役所

AI・RPA導入

職員が外からデータを登録
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R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

（１－２ー④再掲）地図資料などのペーパー
レス化

実施

外からデータを登録する機能の利用 実施 継続

（１－２ー④再掲）◎統合型ＧＩＳ導入・活
用

検討 準備 稼働 継続

２－１ー④ 統合型ＧＩＳの活用

関連部署 情報システム課、新区役所整備課、各所管課

  スケジュール

◎新庁舎の窓口支援システムの導入 検討 準備 稼働 継続

２－１ー③ 窓口支援システムの導入

関連部署 情報システム課、新区役所整備課、各所管課

  スケジュール

◎保育所等ＡＩ入所選考システムの導入 準備 稼働 継続

○ごみ分別アプリへのＡＩ活用等拡充 検討 準備・稼働 継続

○保育所利用関係申請のＲＰＡ拡充 稼働 継続

○保育所利用関係申請のＡＩーＯＣＲ拡充 稼働 継続

◎滞納整理支援システムＲＰＡ連携導入 稼働 継続

◎収納業務におけるＡＩーＯＣＲトライアル
実施及び導入

稼働
（トライアル）

稼働 継続

総務省の調査結果やガイドブック、他自治体
事例等から導入検討

検討 実施 推進

○多言語ＡＩ通訳システムの充実 検討 拡充 推進

２－１ー② ＡＩ・ＲＰＡの利用促進

関連部署
情報システム課、区民文化国際課、税務課、保育園・幼稚園課、ごみゼロ推進課・清掃
事務所、各所管課

  スケジュール
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地域情報化推進計画

の取組番号 2－2 取り組み名 職員の効率的な働き方に向けた情報基盤の構築

１．目的

　情報システムの基盤整備を行い、職員が効率的に働けるような環境が整備されている。

２．実施内容

　①テレワークの推進
　②インターネットデータセンターの見直し・職員が情報共有等に使用する情報インフラの見直し
　③新庁舎における区民サービスを向上させるシステムの整備
　④新庁舎における情報基盤の整備
　⑤統合仮想サーバ環境の最適化（ガバメントクラウドを見据えた方針の決定）

３．期待される効果

区民への効果 ○職員の生産性向上による区民サービス全般の質の向上

区役所内の効果○職員の生産性向上

４．実施イメージ

２－２ー① テレワークの推進

関連部署 情報システム課、職員課

  スケジュール R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

◎テレワークシステムの導入 検討 準備・稼働 継続

◎ユニファイド・コミュニケーションの導入 検討 準備 稼働 継続

インターネット

データセンター　等

インターネット

情報基盤の整備

新庁舎

等

区民サービスを

向上させる

システム

テレワーク

タッチパネル

ディスプレイ
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◎既存システムの機器の移転 検討 準備 稼働 継続

◎ネットワークの整備 検討 準備 稼働 継続

（２ー２ー①再掲）◎ユニファイド・コミュ
ニケーションの導入

検討 準備 稼働 継続

関連部署 情報システム課、新区役所整備課、システム所管課

  スケジュール R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

◎移転に向けた機器の調達 検討 準備 稼働 継続

２－２－④ 新庁舎における情報基盤の整備

◎議場システム 検討 準備 稼働 継続

Ｆｒｅｅ ＷｉーＦｉの運用 検討 準備 稼働 継続

（２ー１ー③再掲)◎新庁舎の窓口支援シス
テムの導入

検討 準備 稼働 継続

◎発券機システム 検討 準備 稼働 継続

２－２－③ 新庁舎における区民サービスを向上させるシステムの整備

関連部署 情報システム課、新区役所整備課、区議会事務局、各所管課

  スケジュール R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

◎都区市町村セキュリティクラウドへの対応 検討 稼働

◎新庁舎移転を見据えたインターネットデー
タセンターの構築

検討 準備・稼働 継続

(都)は東京都より掲示されたスケジュール

関連部署 情報システム課

  スケジュール R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

(都)都の都区市町村セキュリティクラウドの
見直し

検討 稼働

２－２－②
インターネットデータセンターの見直し・職員が情報共有等に使用する情報インフラの
見直し
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(国)は総務省より掲示されたスケジュール

クラウドサービス利用の方針決定 検討 実施

◎国が指定し、該当する１５業務システム
国のスケジュールに合わせて、段階的に移行

実施

◎国が指定し、該当する１５業務以外のシス
テム運用している各システムについて、リプ
レース等を契機とした最適化の検討

検討

  スケジュール R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

(国)共通化(クラウドサービス)「(仮称)Ｇｏ
ｖ－Ｃｌｏｕｄ」の提供

実施

(国)事業者による標準準拠システム開発
（「(仮称)Ｇｏｖ－Ｃｌｏｕｄ」上でのサー
ビス提供）

実施(予定)

２－２－⑤ 統合仮想サーバ環境の最適化（ガバメントクラウドを見据えた方針の決定）

関連部署 情報システム課

２－３の標準化・共通化の取組にて、

段階的に移行していく
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地域情報化推進計画

の取組番号 2－3 取り組み名 情報システム標準化・共通化の推進

１．目的

　国の方針に沿って、指定された業務について標準仕様となった業務システムに移行し、共通化として示さ
れたセキュリティ等を担保した環境とすることで、業務システムの安全性を高め、全国均一の区民サービス
の提供や行政事務の効率化が推進される。また標準仕様からさらなる区民サービスの向上を図るため、区固
有の業務についても推進していく。

２．実施内容

　①情報システムの標準化・共通化

３．期待される効果

区民への効果 ○標準仕様の業務システムにより、全国均一な住民サービスの提供が可能になる

区役所内の効果
○標準仕様により情報システムのカスタマイズが抑制され、業務の見直しも図られる
○セキュリティレベルが統一され、業務システムが安定稼働する
○システム関連業務の円滑化と効率化が図られる

４．実施イメージ

中野区

中野区データ

・・・

Ａ社

住民記録
システム

Ｂ社

住民記録
システム

Ｃ社

住民記録

システム

標準仕様によるシステムの導入

標準仕様によるシステムの選定

Ｄ社

介護
システム

共通的な基盤・機能

Ｂ社

子育て
システム
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R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

(国)は総務省より掲示された自治体以外のスケジュール

◎標準化対象業務とデータ接続している業務
システムのシステム改修

２期のシステム標準化対応後の事務運用方針
等決定

検討

◎２期の標準化・共通化対応 検討 実施

(国)２期(選挙人名簿管理、国民年金、国民
健康保険、後期高齢者医療、児童手当、生活
保護、健康管理、児童扶養手当、子ども子育
て支援)標準化の仕様策定・仕様の調整

実施(予定)

標準仕様と現行システム及び事務や関連シス
テム等の対応度調査

実施

１期のシステム標準化対応後の事務運用方針
等決定

検討

◎１期の標準化・共通化対応 検討 実施

(国)１期(個人住民税、軽自動車税、障害者
福祉、介護保険、就学)標準化の仕様策定・
仕様の調整

実施(予定)

標準仕様と現行システム及び事務や関連シス
テム等の対応度調査

実施

(国)事業者による標準準拠システム開発
（「(仮称)Ｇｏｖ－Ｃｌｏｕｄ」上でのサー
ビス提供）

実施(予定)

◎住民基本台帳業務の標準化・共通化対応 検討 実施

住民基本台帳業務のシステム標準化対応後の
事務運用方針等決定

検討

(国)共通化(クラウドサービス)「(仮称)Ｇｏ
ｖ－Ｃｌｏｕｄ」の提供

準備 実施 継続

標準仕様と現行システム及び事務や関連シス
テム等の対応度調査

実施

標準化・共通化に向けた移行方針決定 検討

関連部署

情報システム課、該当する１５業務のシステム保有課（戸籍住民課、税務課、保険医療
課、子育て支援課、介護・高齢者支援課、福祉推進課、生活援護課、保健企画課、学校
教育課、選挙管理委員会事務局）、標準化対象業務とデータ接続しているシステム保有
課

  スケジュール

(国)先行の住民基本台帳業務の標準仕様策
定・仕様の調整

実施(予定)

２－３ー① 情報システムの標準化・共通化（クラウドサービス）

データ接続しているシステムの対応状況による
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R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

○調達ガイドラインの改定(ＳＬＡ方針の追
加）

実施 推進

○調達ガイドラインの改定(評価方法の見直
し）

実施 推進

関連部署 情報システム課、各所管課

  スケジュール

調達ガイドラインの運用（ＰＤＣＡサイク
ル）

推進

区役所内の効果
○システム関連業務の効率化（システム調達、システム運用等）
○運用ルールにより安全なセキュリティレベルが確保

４．実施イメージ

２－４ー① システムや機器、運用管理について統合等の見直し

　業務システムや機器等の標準化により、情報システムの運用環境の最適化を推進し、情報システムの全体最適
化を推進する。また、国が策定したセキュリティガイドラインも踏まえて見直しがなされ、強固な情報セキュリティ
が確保されている。

２．実施内容

　①システムや機器、運用管理について統合等の見直し
　②強固な情報セキュリティレベルの確保

3．期待される効果

区民への効果
○情報システムの最適化により生み出された時間を区民に向けることで区民サービスが充実
○セキュリティレベルが統一されることによる安全の確保

地域情報化推進計画

の取組番号 2－4 取り組み名 情報システムの全体最適化・情報セキュリティの強化と確保

１．目的

個別最適になっているシステムや機器

システム

や

機器

セキュリ

ティレベル

統一
統一されたことで

全体最適になったシステム

統一すると

コスト増などの

理由により

個別最適と

判断したシステム



41

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

セキュリティ運用（ＰＤＣＡサイクル） 推進

２－４ー② 強固な情報セキュリティレベルの確保

関連部署 情報システム課、各システム保有課

  スケジュール
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R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

地域情報化推進計画

の取組番号 2－5 取り組み名 職員の人材育成・活用

１．目的

　情報システムやネットワーク管理運用に関する実務経験等を通じて、ＩＣＴスキルの高い人材を育成し、
新庁舎への移転を見据えた行政サービスのデジタルシフトが推進されている。
　また、期間を定めて外部人材を登用し、民間企業等における先進的な技術や専門的な知識等を活用するこ
とで、短期間で行政サービスのデジタルシフトが推進されている。

２．実施内容

①ＩＣＴスキルの高い人材の育成
②外部人材の活用

３．期待される効果

区民への効果 ○ＩＣＴ技術の活用による行政サービスの向上

区役所内の効果
○ＩＣＴに関する全般的な知識の底上げ
○適材適所の配置により、職員の能力と専門性の発揮
○高度なＩＣＴ技術を活かした政策形成・行政サービスの提供

４．実施イメージ

２－５ー① ＩＣＴスキルの高い人材の育成

関連部署 情報システム課、職員課

  スケジュール

◎人財マネジメントシステムの導入、活用 検討 準備 稼働 継続

◎研修プログラムの実施 検討 実施 推進

◎ＩＣＴ関連資格の取得支援 検討 実施 推進

研修

人材情報（職務経
験、適性、スキル
等）をデータベース化
し、活用するためのシステム

民間企業　

等
区役所

ＩＣＴスキルの
高い人材の育成

適材適所の配置人財マネジメントシステム 外部人材の活用
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R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

２－５－② 外部人材の活用

関連部署 職員課

  スケジュール

◎任期を定めた外部人材の活用 検討 実施 推進

◎特別区におけるＩＣＴ人材の確保の検討 検討
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第 6章 見直し後の情報化に向けた取組

＜取組の見方＞

目的

成し遂げたい内容、目指すものの内容

実施内容

目的のために、どのように進めていくか

実施内容

目的のために、どのように進めていくか

期待される効果

区民への効果、区役所内の効果等

実施イメージ

取り組んでいく内容のイメージ図

「２.実施内容」ごとのスケジュール

実施内容における取組事項を記載

・改定版における新規事業は☆印

・改定版において統合・変更した事業は◇印

・取組事項の再掲表示

・区以外のスケジュールは()で対象を記載し、色分け

スケジュールの進捗の凡例

①検討（方針決定、予算要求）

②準備（調達、構築）

③稼働、実施、拡充

④継続、推進
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目標 1 ＩＣＴを活用した行政サービスの提供による区民の利便性向上と地域の活性化

○ＩＣＴ＊の活用により、中野区基本計画における施策の取組を効果的に推進し

ます。

○スマートフォン等の情報通信機器の普及や身近となったインターネットを利

用した時間や場所にとらわれない行政サービスの提供、窓口における各種行

政手続の簡素化、区政情報の取得手段の多様化など、行政サービスの利便性

の向上を図ります。

○施策の実施に当たっては、ＩＣＴを活用した地域のつながりや地域経済活動

の活性化を図り、デジタルデバイド＊を解消する取組を進めます。

□成果指標

【出典】※1 中野区資料 ※2 中野区区民意識・実態調査

□目標の達成に向けた情報化の取組

1 来庁しなくても受けられる行政手続の充実

2 効率的な区政情報の発信と広聴機能の強化

3 つながりや交流の機会の提供支援

4 健康で安心して暮らし続けることができる日常生活の支援

5 地域経済活動の活性化

6 デジタルデバイドの解消

7 産学官民＊の協働によるＩＣＴを活用した地域の課題解決や地域活性化

指標項目
当初

(令和２(202０)年度)

現状

(令和４(2022)年度)

目標

(令和 5(2023)年度) (令和 7(2025)年度)

区内のマイナンバーカード

交付率※１
31.6％ 62.3％ 100％ 100％

オンラインによる申請手

続受付件数※１
約 146 万件 約 179 万件 170 万件 200 万件

地図情報に関する窓口及び

電話等問い合わせ件数※１
約 12万件

約 12 万件

(令和２(２０２０）年度)
－ 約 6万件

区が特に力を入れている

と感じる施策が「情報化

の推進」である割合※２

2.1％ 3.2％ 5％ 10％

区と連携してデジタルデ

バイドの解消に向けた取

組を行う団体数※１

2 団体 3団体 4団体 6団体



46

目標 1 ＩＣＴを活用した行政サービスの提供による区民の利便性向上と地域の活性化

地域情報化推進計画の

取組番号 1－1 取組名 来庁しなくても受けられる行政手続の充実

１．目的

区民が来庁せずに手続きを受けられるよう、電子申請やマイナンバーカードを活用し、ユニバーサルデザ

インに配慮したオンラインサービスが充実している。

２．実施内容

①マイナンバーカードの普及促進

②電子手続の拡充

③ペーパーレスの推進と押印の見直し

３．期待される効果

区民への効果 ○誰もが時間や移動の制限を受けず手続き可能となることによる区民利便性の向上

区役所内の効果 ○デジタル化による業務の効率化

４．実施イメージ

１－１－① マイナンバーカードの普及促進

関連部署 戸籍住民課

スケジュール R5 年度 R6 年度 R7 年度

マイナンバーカード交付窓口の拡大や交付

体制の強化
推進

コンビニ交付サービスの利用促進 推進

引っ越し

子育て

など

オンラインで

手続き・申請

区
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１－１－② 電子手続の拡充

関連部署 情報システム課、防災危機管理課、広聴・広報課、資産管理活用課、手続所管課、施設所管課

スケジュール R5 年度 R6 年度 R7 年度

◇ぴったりサービスなどマイナポータル上

の電子手続の拡充
拡充

罹災証明書の発行申請手続について、国の方

針を踏まえた区の対応検討
検討

(都)電子申請サービスの共同運営・共同調達 拡充 推進 調達

◇電子申請サービスを活用した手続きのオ

ンライン化
拡充

☆施設予約システムの拡充 検討 準備 準備・稼働

(都)は東京電子自治体共同運営協議会より提示されたスケジュール

１－１－③ ペーパーレスの推進と押印の見直し

関連部署 新区役所整備課、窓口所管課

スケジュール R5 年度 R6 年度 R7 年度

ペーパーレスの推進 推進 継続

押印等の見直し 拡充 継続
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地域情報化推進計画

の取組番号 1－2 取組名 効率的な区政情報の発信と広聴機能の強化

１．目的

区が保有している各種データの公開数の拡充を行い、誰もが自由に行政データを二次利用できる環境づく

りができている。

そして、区のホームページがユニバーサルデザインに配慮され、だれもが区の情報を見やすく・探しやす

い状態となり、かつ必要な情報が提供されている。

また、区民のニーズや満足度が把握でき、迅速に政策への反映ができている。

２．実施内容

①ホームページのリニューアル

②統合型ＧＩＳの活用

③広聴の一元化

④区民意識・実態調査のオンライン化、各事業のニーズ・満足度等調査の実施

３．期待される効果

区民への効果 ○区民のニーズに沿った事業実施の実現

区役所内の効果
○見やすい・探しやすいホームページにより、電話・窓口問い合わせ件数の減少

○区の政策の効果的かつ効率的な実施

４．実施イメージ

地図データ

各種データ 分析

各政策へ反映

中野区ホームページ

区民等
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１－２－① ホームページのリニューアル

関連部署 広聴・広報課

スケジュール R5 年度 R6 年度 R7 年度

ホームページの統合・全面リニューアル 稼働 継続

１－２－② 統合型ＧＩＳの活用

関連部署 情報システム課、都市計画課、道路管理課、道路建設課、建築課

スケジュール R5 年度 R6 年度 R7 年度

☆セルフサービス端末の活用 準備 稼働 推進

１－２－③ 広聴の一元化

関連部署 広聴・広報課

スケジュール R5 年度 R6 年度 R7 年度

☆広聴一元管理ツールの導入 検討

１－２－④ 区民意識・実態調査のオンライン化、各事業のニーズ・満足度等調査の実施

関連部署 情報システム課、総務課、各所管課

スケジュール R5 年度 R6 年度 R7 年度

◇民間電子申請サービスを活用したアンケ

ートの強化
実施 推進

区民意識・実態調査のオンライン化 推進
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地域情報化推進計画

の取組番号 1－3 取組名 つながりや交流の機会の提供支援

１．目的

区有施設でオンライン会議環境があり、利用者が本庁舎に来なくても相談ができる。
そして、場所を問わず、各種講座等が受けられる。
また、ＩＣＴが地域のつながりの１つの手段として活用されている。

２．実施内容

①オンラインを活用した相談・講座の開催

②地域をつなげる仕組みの構築

③区有施設の区民向けオンライン環境の整備

④区が主催する会議のオンライン化の推進

３．期待される効果

区民への効果
○区民に対する利便性向上・支援の拡大

○新型コロナウイルス感染症拡大防止

区役所内の効果 ○往訪の抑制による、支援活動の効率化

４．実施イメージ

１－３－① オンラインを活用した相談・講座の開催

関連部署 情報システム課、保健予防課、相談・講座等実施課

スケジュール R5 年度 R6 年度 R7 年度

オンラインを活用した相談・講座開催 拡充・推進

◇検索連動型広告を活用したメール相談の

実施
拡充 推進

パソコン教室やスマートフォン教室の開催 推進

オンライン会議
による

相談・支援 等

区有施設区役所

場所を問わず、
各種講座等が受けられる

ＩＣＴを活用した
地域コミュニティ
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１－３－② 地域をつなげる仕組みの構築

関連部署 情報システム課、地域活動推進課

スケジュール R5 年度 R6 年度 R7 年度

◇地域情報プラットフォームの活用 実施 推進

１－３－③ 区有施設の区民向けオンライン環境の整備

関連部署 情報システム課、地域活動推進課

スケジュール R5 年度 R6 年度 R7 年度

地域ＢＷＡシステムの協定 推進

◇区民活動センターにおけるオンライン環境

の整備(モバイルルータ及びタブレット貸出)
拡充 継続

新庁舎における区民向けオンライン環境

(Ｆｒｅｅ Ｗｉ－Ｆｉ)の整備
準備 稼働 継続

庁外施設における区民向けオンライン環境

(Ｆｒｅｅ Ｗｉ－Ｆｉ)の拡充
検討 実施 推進

１－３－④ 区が主催する会議のオンライン化の推進

関連部署 情報システム課

スケジュール R5 年度 R6 年度 R7 年度

オンライン会議活用の手引きの作成・周知 推進
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地域情報化推進計画の

取組番号 1－4 取組名
健康で安心して暮らし続けることができる日常生活の支

援

１．目的

一人暮らし高齢者の見守りセンサーや認知症高齢者等のためのＧＰＳなどのＩＣＴ技術を活用した見守り

体制により、高齢者などが安心して暮らし続けることができている。

また、国の方針に従って、マイナポータルを活用して本人等が健康状態を確認できている。

２．実施内容

①ＩＣＴ技術を活用した高齢者の見守り・支えあいの推進

②マイナポータルから本人や家族が健康情報を把握するための仕組み(PHR)の整備

３．期待される効果

区民への効果
○高齢者などが安全かつ健康的で、安心して暮らし続けることができる

○自らの健康状態を把握し、疾病の早期発見・早期治療につながる

区役所内の効果
○ＩＣＴ技術を活用することで、適切で迅速な対象者への支援が可能

○重複投薬の防止や適切な医療サービス提供等による、医療費の適正化

４．実施イメージ

GPS

センサー

見守り

PHR

全国の医療機関で

情報確認可能

電子処方箋

自治体 健診結果

閲覧

１－４－① ＩＣＴ技術を活用した高齢者の見守り・支えあいの推進

関連部署 地域活動推進課、地域包括ケア推進課

スケジュール R5 年度 R6 年度 R7 年度

◇ＩＣＴ技術を活用した見守り・支えあい

などの支援の充実
検討 準備・実施 実施
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１－４－② マイナポータルから本人や家族が健康情報を把握するための仕組み(ＰＨＲ)の整備

関連部署 保健企画課

スケジュール R5 年度 R6 年度 R7 年度

ＰＨＲのマイナポータルからの参照・管理 継続

(国)自治体間の健診受診情報の共有 継続

(国)電子処方箋の仕組みへの対応 継続

(国)自身の保険医療情報を活用できる仕組

みへの対応
継続
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地域情報化推進計画の

取組番号 1－5 取組名 地域経済活動の活性化

１．目的

区内事業者がＩＣＴ技術を活用することで、経済交流が広がり、販路が拡大し、生産性が向上される。

さらに、商店街や区有施設集会室等使用料の支払い等においてキャッシュレス化を推進し、非接触型決済

の普及となり、区民や外国人観光客等の利便性が向上している。

２．実施内容

①データ活用による商業振興等の推進

②区内事業者のＩＣＴ化促進

③商店街のキャッシュレス化推進

④電子商品券事業

⑤区の窓口等でのキャッシュレス化推進（使用料・手数料）

３．期待される効果

区民への効果

○区内事業者同士の交流の増加による、地域経済の成長

○商店街での買い物等における区民の利便性の向上

○商店街における外国人観光客等の増加

○区有施設集会室等使用料の支払いにおける利便性の向上

区役所内の効果

○区内事業者数や区内従業者数の増加

○「利便性の高い区」の構築

○区内への観光客の誘致

４．実施イメージ

キャッシュレス

対応支援

買物客・観光客

施設利用者 等

キャッシュレス決済

区有施設

区内事業者

支払い

支払い

各種相談・セミナー等
事業者同士の

マッチング

１－５－① データ活用による商業振興等の推進

関連部署 産業振興課

スケジュール R5 年度 R6 年度 R7 年度

☆にぎわいに関するデータの収集分析 実施 推進

☆中野駅周辺のにぎわいに関する産学連携

事業の実施
検討 実施 推進
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１－５－② 区内事業者のＩＣＴ化促進

関連部署 産業振興課

スケジュール R5 年度 R6 年度 R7 年度

区内事業者に対するＩＣＴ化促進を支援 実施 拡充 推進

１－５－③ 商店街のキャッシュレス化推進

関連部署 産業振興課

スケジュール R5 年度 R6 年度 R7 年度

商店街へのキャッシュレスの導入支援 拡充 継続

１－５－④ 電子商品券事業

関連部署 産業振興課

スケジュール R5 年度 R6 年度 R7 年度

☆デジタル地域通貨の導入及び連携事業の

実施
検討 実施 拡充

☆キャッシュレスポイント還元事業の実施 実施

１－５－⑤ 区の窓口等でのキャッシュレス化推進（使用料・手数料）

関連部署 区民サービス課、窓口所管課、施設管理課

スケジュール R5 年度 R6 年度 R7 年度

☆新庁舎窓口におけるキャッシュレス化 実施 拡充 継続

☆地域事務所におけるキャッシュレス化 準備 準備・実施 実施

区民活動センターにおけるキャッシュレス化 検討 準備 準備・実施

☆スポーツ施設におけるキャッシュレス化 検討 準備 準備・拡充
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地域情報化推進計画の

取組番号 1－6 取組名 デジタルデバイドの解消

１．目的

デジタル初心者向けにＩＣＴ教室の開催やサポート支援体制の整備などにより、モバイル機器を活用する

人が増え、区のオンラインサービスの利用や情報収集及び発信などＩＣＴを利活用する区民が増えている。

２．実施内容

①デジタルデバイド解消に向けた支援

②町会・自治会等公益活動団体におけるＩＣＴ環境の支援

３．期待される効果

区民への効果
○ＩＣＴ活用機会の創出

○ＩＣＴの利活用により生活利便性が向上

区役所内の効果 ○オンラインでの利用者が増加することにより、オンラインサービス提供等が促進

４．実施イメージ

町会・自治会等公益活動団体へ

デジタル環境の支援

区

貸出 学ぶ環境

ＳＮＳや

ホームページ等による

情報発信

モバイル機器の導入等

インターネット

ＩＣＴによる生活の利便性向上
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１－６－① デジタルデバイド解消に向けた支援

関連部署 情報システム課、介護・高齢者支援課

スケジュール R5 年度 R6 年度 R7 年度

☆ＩＣＴサポーターの養成 推進

パソコン教室やスマートフォン教室の開催 推進

区民のモバイル機器に関する実態把握 実施

モバイル機器利用に向けたきっかけの創出 推進

モバイル機器講習会 拡充 推進

１－６－② 町会・自治会等公益活動団体におけるＩＣＴ環境の支援

関連部署 地域活動推進課

スケジュール R5 年度 R6 年度 R7 年度

助成金の支給（町会・自治会のＩＣＴ活動） 推進

町会・自治会等公益活動団体のＩＣＴスキル

の向上に向けた支援
推進

ＳＮＳやホームページ等による、町会・自治

会等公益活動団体の情報発信の支援
実施 推進
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地域情報化推進計画

の取組番号 1－7 取組名
産学官民の協働によるＩＣＴを活用した地域の課題

解決や地域活性化

１．目的

行政サービスの効率化・高度化、区民の生活の利便性や快適性の向上、安心・安全に暮らせる街などの街

づくりを通じた際の様々な課題について、産業界（民間企業）、学校（教育・研究機関）、官公庁（国・自

治体）、民間（区民・ＮＰＯ)が一緒に解決していくことで、地域活性化を実現することができている。

２．実施内容

①オープンデータの公開数の拡大

②東京都が整備する横断的な連携を可能とするデータ基盤(東京データプラットフォーム:ＴＤＰＦ)の活用

③産学官民の協働に関する区の窓口体制の整備とデータ連携

３．期待される効果

区民への効果 ○区民生活の利便性や快適性の向上、より区民のニーズに沿った事業実施の実現

区役所内の効果 ○行政単独では解決できなかった課題の解決

４．実施イメージ

事業の提案等

A課

B課
協働専用窓口

中野区
データ基盤

課題解決に向けた取組事業の実施
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１－７－① オープンデータの公開数の拡大

関連部署 情報システム課、各所管課

スケジュール R5 年度 R6 年度 R7 年度

国から示された「自治体が公開することが

推奨されるデータ」の公開
推進

オープンデータの公開数の拡大 拡充

統合型ＧＩＳによる地図情報を活用した

データの公開
拡充 推進

☆中野サンプラザ３Ｄマッピングデータの

公開
準備 実施 推進

職員向け研修の実施 拡充 推進

１－７－②
東京都が整備する横断的な連携を可能とするデータ基盤(東京データプラットフォーム：

ＴＤＰＦ)の活用

関連部署 情報システム課

スケジュール R5 年度 R6 年度 R7 年度

(都)ＴＤＰＦ運営組織設立 稼働 推進

(都)市区町村の行政データを整備・運用 稼働 推進

ＴＤＰＦへの区データの提供及びＴＤＰＦ

上のデータの活用検討
実施 推進

(都)は東京都より掲示された都のスケジュール

１－７－③ 産学官民の協働に関する区の窓口体制の整備とデータ連携

関連部署 情報システム課

スケジュール R5 年度 R6 年度 R7 年度

民間ポータルサイト等と区のデータ連携の

推進
推進
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目標 2 効率的で質の高い情報基盤の整備による区政運営の推進

○区役所新庁舎への移転に向けて、情報セキュリティの水準を維持しながら、

より質の高いサービスを提供できるよう、職員が柔軟かつ効率的な働き方が

できる情報基盤の構築を目指します。

○効率的で質の高い事務を行うため、システムの改修や導入時における、シス

テム間の連携や標準化＊、経費の削減等の全体最適化を推進します。

○個人情報に代表される重要な情報を守るために、職員研修や安全点検を実施

するとともに、情報セキュリティ基盤の強化を継続的に行うことで情報セキ

ュリティの向上に努めます。

○ＩＣＴを利活用できる職員の育成や計画的な配置を行うとともに、専門的な

知識や経験を有する民間人材の活用などを進めていきます。

□成果指標

【出典】中野区資料

※ｆｍ（ファイルメーター）・・・書類を積み上げた高さをメートル単位で測ったもので、

一般的に１ｆｍは約１万枚と換算する。

□目標の達成に向けた情報化の取組

1 行政事務の効率化推進

2 職員の効率的な働き方に向けた情報基盤の構築

3 情報システムの標準化・共通化＊の推進

4 情報システムの全体最適化・情報セキュリティの強化と確保

5 職員の人材育成・活用

指標項目
当初

(令和２(202０)年度)

現状

(令和 4(2022)年度)

目標

(令和 5(2023)年度) (令和 7(2025)年度)

本庁舎の執務室等で保有

し、組織で共有している

文書量（fm）※

約 8,800fm 約 5，900fm 約 3,600fm 約 3,000fm

ＡＩ・ＲＰＡの活用による

業務改善数
2 件 7 件 7件 15 件

標準化システムへ移行した

事業数
0/15 0/15 1/15 15/15

情報セキュリティ事故発生

件数
14 件 9 件 0件 0 件

ＩＣＴ資格の「ＩＴパスポ

ート試験」取得者数
13 名 22 名 20 名 30 名
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地域情報化推進計画の

取組番号 2－1 取組名 行政事務の効率化推進

１．目的

区の事務について、ペーパーレスなどの業務改革を行い、効率化を図る。

そして、ＥＢＰＭ（データに基づく政策形成）の実現に向けた統合型ＧＩＳやＡＩ・ＲＰＡなどの技術を

使うことで、さらに効率化が図られ、職員が区民サービスの更なる充実に力を注ぐことができる。

２．実施内容

①ペーパーレスの推進と押印の見直し

②ＡＩ・ＲＰＡの利用促進

③窓口支援システムの導入

④統合型ＧＩＳの活用

⑤防災情報システムの導入

３．期待される効果

区民への効果
○外国人住民等に対して、ＡＩにより多言語対応が充実し情報提供や相談が可能

○窓口手続きにおける申請書記入などの手間の省略化

区役所内の効果
○職員の負担軽減、業務効率化

○管理する紙資料の削減（保管スペース削減、情報検索性の向上）

４．実施イメージ

紙面による業務の見直し、電子化・クラウドサービスの活用による

ペーパーレス化を図る

タッチパネル

ディスプレイ

来庁した区民のスムーズな案内が可能となるような

窓口支援等の設計について検討する

区役所
AI・RPA導入

職員が外からデータを登録

２－１－① （１－１－③再掲）ペーパーレスの推進と押印の見直し

関連部署 新区役所整備課、窓口所管課

スケジュール R5 年度 R6 年度 R7 年度

ペーパーレスの推進 推進 継続

押印等の見直し 拡充 継続
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２－１－② ＡＩ・ＲＰＡの利用促進

関連部署
情報システム課、文化振興・多文化共生推進課、税務課、保育園・幼稚園課、ごみゼロ推進

課、戸籍住民課

スケジュール R5 年度 R6 年度 R7 年度

☆生成ＡＩの活用 検討 稼働 拡充

☆区の手続に関するＡＩチャットボットの

活用
検討 稼働 拡充

ごみ分別チャットボットの活用 継続

多言語ＡＩ通訳システムの充実 拡充 推進

滞納整理支援システムＲＰＡの活用 継続

収納業務におけるＡＩーＯＣＲの活用 継続

保育所利用関係申請のＲＰＡ活用 継続

保育所利用関係申請のＡＩーＯＣＲ活用 継続

保育所等ＡＩ入所選考システムの活用 継続

☆電子書籍ＡＩ検索システムの導入 稼働 継続

☆児童相談所における相談援助業務モバイ

ルシステムの導入
準備 稼働

２－１－③ 窓口支援システムの導入

関連部署 区民サービス課

スケジュール R5 年度 R6 年度 R7 年度

新庁舎の窓口支援システムの導入 準備 稼働 継続

２－１－④ 統合型ＧＩＳの活用

関連部署 情報システム課、都市計画課、道路管理課、道路建設課、建築課

スケジュール R5 年度 R6 年度 R7 年度

(１－２－②再掲)☆セルフサービス端末の

活用
準備 稼働 推進

スマートフォン等によりデータを登録する

機能の利用
検討 推進
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２－１－⑤ 防災情報システムの導入

関連部署 防災危機管理課

スケジュール R5 年度 R6 年度 R7 年度

☆防災情報システムの導入 準備 稼働 継続



64

地域情報化推進計画

の取組番号 2－2 取組名 職員の効率的な働き方に向けた情報基盤の構築

１．目的

情報システムの基盤整備を行い、職員が効率的に働けるような環境が整備されている。

２．実施内容

①場所を選ばない働き方の推進

②新庁舎における区民サービスを向上させるシステムの整備

③新庁舎における情報基盤の整備

④庁外施設における無線ネットワーク環境の整備

⑤統合仮想サーバ環境の最適化（ガバメントクラウドを見据えた方針の決定）

３．期待される効果

区民への効果 ○職員の生産性向上による区民サービス全般の質の向上

区役所内の効果 ○職員の生産性向上

４．実施イメージ

インターネット

データセンター 等

インターネット

情報基盤の整備

新庁舎

等

区民サービスを

向上させる

システム

テレワーク

タッチパネル
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２－２－① 場所を選ばない働き方の推進

関連部署 情報システム課、職員課

スケジュール R5 年度 R6 年度 R7 年度

テレワークシステムの導入 継続

◇私物スマートデバイスを利用した連絡手

段の強化（ＢＹＯＤ）
準備 稼働 継続

２－２－② 新庁舎における区民サービスを向上させるシステムの整備

関連部署 情報システム課、区民サービス課、区議会事務局

スケジュール R5 年度 R6 年度 R7 年度

(２－１－③再掲)新庁舎の窓口支援システ

ムの導入
準備 稼働 継続

発券機システム 準備 稼働 継続

議場システム 準備 稼働 継続

(１－３－③再掲)新庁舎における区民向け

オンライン環境（Ｆｒｅｅ Ｗｉ－Ｆｉ）の

整備

準備 稼働 継続

２－２－③ 新庁舎における情報基盤の整備

関連部署 情報システム課、システム所管課

スケジュール R5 年度 R6 年度 R7 年度

移転に向けた機器の調達 準備 稼働 継続

ネットワークの整備 準備 稼働 継続

ユニファイド・コミュニケーションの導入 準備 稼働 継続

既存システムの機器の移転 準備 稼働 継続

インターネットデータセンターの運用 継続
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２－２－④ 庁外施設における無線ネットワーク環境の整備

関連部署 情報システム課

スケジュール R5 年度 R6 年度 R7 年度

(１－３－③再掲)庁外施設における区民向

けオンライン環境(Ｆｒｅｅ Ｗｉ－Ｆｉ)の

拡充

検討 実施 推進

☆庁内情報ネットワークの無線ＬＡＮ環境の

整備
検討 実施 推進

２－２－⑤ 統合仮想サーバ環境の最適化（ガバメントクラウドを見据えた方針の決定）

関連部署 情報システム課

スケジュール R5 年度 R6 年度 R7 年度

(国)共通化(クラウドサービス)「ガバメント

クラウド」の提供
継続

(国)事業者による標準準拠システム開発

（「ガバメントクラウド」上でのサービス提

供）

継続

クラウドサービス利用の方針決定 実施

◇国が指定し、該当する１８業務システム

国のスケジュールに合わせて、段階的に移行
検討 実施

◇国が指定し、該当する１８業務以外のシス

テム運用している各システムについて、リプ

レース等を契機とした最適化の検討

検討
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地域情報化推進計画

の取組番号 2－3 取組名 情報システム標準化・共通化の推進

１．目的

国の方針に沿って、指定された業務について標準仕様となった業務システムに移行し、共通化として示さ

れたセキュリティ等を担保した環境とすることで、業務システムの安全性を高め、全国均一の区民サービス

の提供や行政事務の効率化が推進される。また標準仕様からさらなる区民サービスの向上を図るため、区固

有の業務についても推進していく。

２．実施内容

①情報システムの標準化・共通化（クラウドサービス）

３．期待される効果

区民への効果 ○標準仕様の業務システムにより、全国均一な住民サービスの提供が可能になる

区役所内の効果

○標準仕様により情報システムのカスタマイズが抑制され、業務の見直しも図られる

○セキュリティレベルが統一され、業務システムが安定稼働する

○システム関連業務の円滑化と効率化が図られる

４．実施イメージ
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２－３－① 情報システムの標準化・共通化（クラウドサービス）

関連部署
情報システム課、該当する１８業務のシステム保有課、標準化対象業務とデータ接続してい

るシステム保有課

スケジュール R5 年度 R6 年度 R7 年度

住民基本台帳業務の標準仕様と現行システ

ム及び事務や関連システム等の対応度調査
実施

住民基本台帳業務のシステム標準化対応後

の事務運用方針等決定
実施

(２－２－⑤再掲)(国)共通化(クラウドサー

ビス)「ガバメントクラウド」の提供
継続

(２－２－⑤再掲)(国)事業者による標準準

拠システム開発（「ガバメントクラウド」上

でのサービス提供）

継続

住民基本台帳業務の標準化・共通化への移行 検討 実施

１期の標準仕様と現行システム及び事務や

関連システム等の対応度調査
実施

１期のシステム標準化対応後の事務運用方

針等決定
検討 実施

１期の標準化・共通化への移行 検討 実施

２期の標準仕様と現行システム及び事務や

関連システム等の対応度調査
実施

２期のシステム標準化対応後の事務運用方

針等決定
検討 実施

２期の標準化・共通化への移行 検討 実施

標準化対象業務とデータ接続している業務

システムのシステム改修
検討 実施
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地域情報化推進計画

の取組番号 2－4 取組名
情報システムの全体最適化・情報セキュリティの強化と

確保

１．目的

業務システムや機器等の標準化により、情報システムの運用環境の最適化を推進し、情報システムの全体

最適化を推進する。また、国が策定したセキュリティガイドラインも踏まえて見直しがなされ、強固な情報

セキュリティが確保されている。

２．実施内容

①「ＧｏｖＴｅｃｈ東京」における協働事業の検討

②システムや機器、運用管理について統合等の見直し

③強固な情報セキュリティレベルの確保

３．期待される効果

区民への効果
○情報システムの最適化により生み出された時間を区民に向けることで区民サービスが充実

○セキュリティレベルが統一されることによる安全の確保

区役所内の効果
○システム関連業務の効率化（システム調達、システム運用等）

○運用ルールにより安全なセキュリティレベルが確保

４．実施イメージ

個別最適になっているシステムや機器

システム

や

機器

セキュリ

ティレベル

統一 統一されたことで

全体最適になったシステム

統一すると

コスト増などの

理由により

個別最適と

判断したシステム
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２－４－① 「ＧｏｖＴｅｃｈ東京」における協働事業の検討

関連部署 情報システム課、各所管課

スケジュール R5 年度 R6 年度 R7 年度

☆(都)システムの共同調達 実施 推進

☆都のシステム共同調達への参加による効率

的、経済的なシステム等の調達
検討

(都)は東京都より提示されたスケジュール

２－４－② システムや機器、運用管理について統合等の見直し

関連部署 情報システム課

スケジュール R5 年度 R6 年度 R7 年度

調達ガイドラインの運用(ＰＤＣＡサイク

ル)
推進

調達ガイドラインの改定(評価方法の見直

し）
推進

２－４－③ 強固な情報セキュリティレベルの確保

関連部署 情報システム課、各システム保有課

スケジュール R5 年度 R6 年度 R7 年度

セキュリティ運用(ＰＤＣＡサイクル) 推進
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地域情報化推進計画

の取組番号 2－5 取組名 職員の人材育成・活用

１．目的

情報システムやネットワーク管理運用に関する実務経験等を通じて、ＩＣＴスキルの高い人材を育成し、

新庁舎への移転を見据えた行政サービスのデジタルシフトが推進されている。

また、期間を定めて外部人材を登用し、民間企業等における先進的な技術や専門的な知識等を活用すること

で、短期間で行政サービスのデジタルシフトが推進されている。

２．実施内容

①ＩＣＴスキルの高い人材の育成

②外部人材の活用

③「ＧｏｖＴｅｃｈ東京」におけるデジタル人材の共同活用

３．期待される効果

区民への効果 ○ＩＣＴ技術の活用による行政サービスの向上

区役所内の効果

○ＩＣＴに関する全般的な知識の底上げ

○適材適所の配置により、職員の能力と専門性の発揮

○高度なＩＣＴ技術を活かした政策形成・行政サービスの提供

４．実施イメージ

研修

人材情報（職務経
験、適性、スキル
等）をデータベース化
し、活用するためのシステム

民間企業

等
区役所

ＩＣＴスキルの
高い人材の育成

適材適所の配置人財マネジメントシステム 外部人材の活用

２－５－① ＩＣＴスキルの高い人材の育成

関連部署 情報システム課、職員課

スケジュール R5 年度 R6 年度 R7 年度

人財マネジメントシステムの導入、活用 稼働 継続

研修プログラムの実施 拡充 推進

ＩＣＴ関連資格の取得支援 拡充 推進
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２－５－② 外部人材の活用

関連部署 職員課

スケジュール R5 年度 R6 年度 R7 年度

任期を定めた外部人材の活用 推進

特別区におけるＩＣＴ人材の確保の検討 実施 推進

２－５－③ 「ＧｏｖＴｅｃｈ東京」におけるデジタル人材の共同活用

関連部署 情報システム課

スケジュール R5 年度 R6 年度 R7 年度

☆(都)デジタル人材の共同活用・紹介 準備・実施 実施 推進

☆都のデジタル人材の共同活用・紹介事業の

活用
検討 実施 推進
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第 7章 推進体制

区では、「情報政策の推進に係る規則」において情報システム等の情報資産の適正

かつ効率的な運用管理を図り、情報システムを活用した区民生活及び行政サービス

の向上並びに情報システムの信頼性の確保を図ることを目的として、ＣＩＯ（ＣＩ

ＳＯ）オフィス体制を取り入れています。ＣＩＯ（ＣＩＳＯ）オフィスは、最高情

報統括責任者（ＣＩＯ）を中心として、副ＣＩＯ（副ＣＩＳＯ）、ＣＩＯ補佐官、中

野区ＩＴ専門支援員及び情報システム課の職員によって構成し、情報システムの調

達に関する指針（以下、「調達ガイドライン」という。）に沿って、事業の主管課

との調整及び支援を実施しています。

また、調達ガイドラインに定める情報システムに係る技術的な評価を行うための

情報システム技術評価委員会や、情報システムに係る政策適合性、実現性及び費用

対効果の観点から評価を行い、事業を判断する情報システム政策評価委員会を実施

しています。

これに合わせて、最高情報安全責任者（ＣＩＳＯ）のもと、中野区情報安全対策

基本方針、中野区情報安全対策基準及び情報安全対策実施手順を定め、誠実に遵守

することで、情報セキュリティ対策を推進し、区の情報資産を適切に保護します。

中野区基本構想に描くまちの姿の実現に向け、また、区役所新庁舎への移転、国

の施策によるシステムの標準化・共通化＊などの実施に向けて、本計画における 2

つの目標と 12 の情報化の取組を達成するため、組織改正を含めた推進体制を検討

していきます。さらに、期間を定めてＩＣＴスキルの高い外部人材を職員として任

用し活用するほか、全庁横断的に取り組む必要のある事業の実施にあたっては、プ

ロジェクトチームを設置するなど、全庁一丸となって取り組みます。

新たな情報システムの導入やＩＣＴの利活用等にあたっては、外部人材等の持つ

知識や経験の継承を積極的に図り、職員のスキルの向上を目指します。

情報システム課

業務の推進等

情報システム政策評価委員会

情報システム技術評価委員会

必要に応じたプロジェクトチームの設置等

報告・指示

支援・調整

情報安全対策委員会

事業推進・相談

事業所管課 事業所管課

最高情報統括責任者（ＣＩＯ）

最高情報安全責任者（ＣＩＳＯ）

個別システム

事業所管課

ＣＩＯ・ＣＩＳＯオフィス

外部人材

支援・調整

事業所管課

業務を推進する中で、外部人材の知識や経験の継承を図る
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参考資料

□区民向け情報システム（令和 5年 10 月現在、調達しているシステム）

1 情報発信（見守り・防災に特化したシステムは「3 見守り・防災」を参照）

システム 概要 その他

コンテンツマネジメ

ントシステム
区の公式ホームページシステムです。

なかのデータマップ
区内の地図情報や区のオープンデータを提供

しています。

Ｆａｃｅｂｏｏｋ

災害をはじめとした緊急情報やイベント、区

の取組等を提供しています。

アカウント名「中

野区役所」

ＬＩＮＥ
アカウント名「中

野区」

Ⅹ

（旧Ｔｗｉｔｔｅｒ）

アカウント名「東

京都中野区（広報

係）」

ＹｏｕＴｕｂｅ
区長記者会見や子育て、健康福祉などの動画

を配信しています。

アカウント名「中

野区公式チャン

ネル」

中野区公式観光サイ

ト（まるっと中野）

中野の文化・商業・娯楽・飲食などの観光情

報及び、なかの里・まち連携事業の情報を発

信しています。

中野区けあプロ・ｎａ

ｖｉ

介護事業所及び介護予防・生活支援サービス

の情報を提供しています。

区議会ホームページ
開かれた区議会運営の推進の一環として、広

く区民に区議会情報を提供しています。

区議会インターネッ

ト中継

中野区議会本会議及び予算・決算特別委員会

の映像のＶＯＤ（ビデオ・オン・デマンド）

配信をしています。
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2 区民等利用

システム 概要 その他

コンテンツマネジメントシス

テムの「区民の声」

区の公式ホームページシステム内にある

「区民の声」という機能で、区政への意見・

要望等を投稿することができます。

区民の声スマートフォンアプ

リケーション(なかのＥＹＥア

プリ）

道路の不具合や放置自転車など、スマート

フォンから写真等を用いて区に知らせるこ

とができ、区側の対応状況についても確認

することができます。

東京電子自治体共同運営サー

ビス（電子申請・電子調達）

行政手続をオンラインで申請することがで

きます。

ＬｏＧｏフォーム
行政手続をオンラインで申請することがで

きます。

ぴったりサービス

マイナンバーカードを使用して、行政サー

ビスを検索したり、オンライン申請や届出

を行うことができます。

窓口利用状況案内システム・窓

口発券機受付及び混雑状況配

信システム

区役所本庁舎 1階の戸籍住民課窓口及び 3

階子ども総合窓口について、待ち人数や交

付呼出し中の番号等を確認できます。

コンビニ交付システム

マイナンバーカードを利用して、全国のコ

ンビニエンスストアで、以下の証明書が取

得できます。

1住民票の写し

2印鑑登録証明書

3特別区民税・都民税の課税(非課税)証明

書

4特別区民税・都民税の納税証明書

5戸籍全部事項証明書

6戸籍個人事項証明書

7戸籍の附票の写し

※全ての証明書の交付について手数料がか

かりますが、窓口や郵送よりも安くお求め

いただけます
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システム 概要 その他

キャッシュレス決済システム

証明書の交付手数料について、区役所本庁舎

1階の戸籍住民課窓口にて、交通系電子マネ

ーやクレジットカード（VISA、Mastercard）、

楽天Edy、iDで支払いができます。

また、6番証明窓口では、JCB クレジットカ

ード、nanaco、QUICPay、PayPay、auPAY、楽

天Pay、d払いなどでも支払いができます。

スマートフォン決済

住民税、軽自動車税、国民健康保険料、後

期高齢者医療保険料、介護保険料について、

スマートフォン決済アプリ請求書払いを利

用して支払いができます。

Ｐａｙ－ｅａｓｙ（ペイジー）

住民税、軽自動車税、国民健康保険料につ

いて、パソコン、スマートフォン、携帯電

話からインターネットバンキングやＡＴＭ

で支払いができます。

モバイルレジ

住民税、軽自動車税、国民健康保険料につ

いて、スマートフォンからクレジットカー

ドやインターネットバンキングで支払いが

できます。

ネットｄｅモバイルレジ

住民税について、パソコン、スマートフォ

ン、タブレットからクレジットカードで支

払いができます。

Ｐａｙ－ｅａｓｙ（ペイジー）

口座振替受付システム

住民税、国民健康保険料、後期高齢者医 療

保険料、介護保険料の口座振替申込み手続

が、印鑑不要でキャッシュカードと暗証番

号のみで行えます。

地方税ポータルシステム（ｅＬ

ＴＡＸ：エルタックス）

インターネットから、以下の書類を複数自

治体に一括で提出できます。

1給与支払報告書

2給与支払報告・特別徴収に係る給与所得

者異動届出書

3普通徴収から特別徴収への切替届出書

4退職所得に係る納入申告書

5公的年金等支払報告書

6特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書
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3 見守り・防災

システム 概要 その他

中野区住民税額計算及び住民

税申告書作成システム

インターネットを介して、住民税の税額計

算の試算と住民税申告書の作成ができま

す。

図書館システム

区内各図書館のイベント情報、お知らせの

閲覧や書籍等の予約・貸出状況の照会がで

きます。

施設予約システム

文化・スポーツ施設、小中学校校庭及び中

学校体育館開放の利用者登録をした団体等

が、インターネット、携帯電話サイトまた

は利用者端末を介し、施設利用の申込を行

うことができます。

粗大ごみ受付システム
インターネットを介して、粗大ごみの収集

を申請することができます。

ごみ分別アプリ

区のごみ分別についてごみ分別辞典から検

索ができ、地域を登録すると、ごみ出し日

が確認できます。

システム 概要 その他

中野区安全安心（防犯）メール

配信システム

区内で発生した犯罪情報や不審者情

報などを希望者にメール配信してい

ます。

防災情報メールマガジン・中野

区防災・気象情報Ｗｅｂサイト

避難情報などの区からのお知らせ、

気象情報、地震情報や河川水位情報

などを希望者にメール配信していま

す。

また、雨量・河川水位情報・河川カメ

ラ映像や雨雲の動きなどの情報を提

供しています。
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4 その他

システム 概要 その他

緊急速報メール（エリアメー

ル）システム

一斉に各種の携帯電話ユーザへ伝達

され、緊急速報メールを受信した携

帯電話は、通話中や電源オフなどで

ない限り、強制的に鳴動します。区は

災害・避難情報を発信します。

緊急地震速報、津

波警報や特別警

報については、気

象庁が発信しま

す。

全国瞬時警報システム（J-

ALERT）

国から発出された緊急情報を、防災

行政無線スピーカー等から発信しま

す。

キッズ・プラザ利用者管理シス

テム

キッズ・プラザや学童クラブを利用

する子どもたちの施設の利用につい

て、入退時間の把握等をＩＣカード

で管理し、希望する保護者にメール

配信も行うことができます。

学童クラブ利用者管理システ

ム

学校情報配信システム

区立幼稚園の園児及び区立小中学校

の児童・生徒の保護者の携帯電話や

パソコンへ不審者等の情報をメール

送信しています。

システム 概要 その他

多言語対応電子書籍「カタログ

ポケット」

区の情報について、自動翻訳や音声

読み上げなどの機能を利用すること

ができます。

ＡＩ多言語通訳システム

専用のタブレットで在住外国人等に

対する意思疎通を円滑に行えるよう

に通訳することができます。
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□システム別の電子手続利用状況（令和 4 年度）

システム名 （主な手続）
手続

数
全受付件数

電子受付

件数

電子手続

利用率

1 東京電子自治体共同運営電子申請サービス 279 116,613 30,507 26.16%

新型コロナウイルス宿泊・

自宅療養証明書交付申請
9,469 7,575 80.00%

区民健診の申込み 7,314 2,706 37.00%

一時保育（区立保育園）の利

用予約の申込み
1,401 1,340 95.65%

上記以外 98,429 18,886 19.19%

2 東京電子自治体共同運営電子調達サービス 12 19,189 18,956 98.79%

3 粗大ごみ受付システム 1 305,882 241,540 78.97%

4 施設予約システム 13 94,715 94,715 100%

区立公園有料施設（野球

場・庭球場）の使用申請
27,025 27,025 100%

上記以外 67,690 67,690 100%

5 図書館システム(図書貸出し・延長申込み等) 3 1,309,503 1,250,585 95.50%

6 地方税ポータルシステム（eLTAX） 7 118,916 48,586 40.86%

給与支払報告書の提出 76,678 42,356 55.24%

上記以外 42,238 6,230 14.75%

7 コンビニ交付システム 7 460,381 99,437 21.60%

8 道路管理システム 6 3,187 3,187 100%

9
電子メール

(パブリックコメント手続、区政への提案等)
83 4,949 2,792 56.42%

10 ふるさと納税総合受付サイト 1 423 423 100%

11 なかのEYEアプリ 1 570 570 100%

12
中野区ホームページ上専用フォーム（区民の

声等）
1 1,326 848 63.95%

13 就労・求人支援サイト 3 303 303 100%

14 ぴったりサービス（マイナポータル） 5 3,722 265 7.12%

15
引っ越しワンストップサービス（マイナポー

タル）
1 1,960 901 45.97%
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□情報システムに係る経費（調達しているシステム）

1 東京都 23 区における情報システムの令和元(2019)年度決算額

2 中野区における令和元(2019)年度システム経費決算額

システム区分 千円

基幹系システム

（住民情報、税、国民健康保険、年金、福祉 等）
1,496,315

内部システム

（人事給与、財務、文書 等）
328,605

情報提供系システム

（ホームページ 等）
336,955

通信ネットワークシステム 209,128

その他 128,648

合計 2,499,651
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用語解説

英数字

ＡＩ 人工知能（Artificial Intelligence）のこと。人間が自覚する様々な

知覚や知性を人工的に再現するもの。

ＢＹＯＤ 私物端末を業務に用いる業務形態（Bring Your Own Device）のこと。

ＤＸ デジタルトランスフォーメーション（Digital Transformation）のこ

と。進化したＩＴ技術を浸透させることで、人々の生活をより良いも

のへと変革させる概念のこと。

ＧＩＳ 「Geographic Information System」の略称。地理情報システムと訳さ

れる。統計データ等を地図上に可視化することができるため、地理的

情報と関連付けながら情報の整理・共有を図る手段として用いられる。

ＩＣＴ 「Information and Communication Technology」の略称。情報処理だ

けでなく、インターネットのような通信技術を活用したメールなどを

つかった人間同士のコミュニケーションや知識の共有を行うこと。

ＩｏＴ 「Internet of Things」の略称。コンピュータなどの情報・通信機器

だけでなく、世の中に存在する様々な物体(モノ)に通信機能を持たせ、

インターネットに接続したり相互に通信することにより、自動認識や

自動制御、遠隔計測などを行うこと。

ＰＨＲ 「Personal Health Record」の略称。個人の健康診断結果や服薬履歴

等の健康等情報を電子記録として本人や家族が正確に把握するための

仕組みのこと。

ＲＰＡ 「Robotic Process Automation」の略称。コンピュータなどを用いて

行っている一連の作業を自動化できる「ソフトウェアロボット」のこ

と。

ＳＮＳ 「Social Networking Service」の略称。スマートフォンやパソコンを

使って人間関係を構築することのできるオンライン上のコミュニケー

ションサービスのこと。

ＴＤＰＦ 東京データプラットフォーム（Tokyo Data Platform）の略称。「スマ

ート東京」の実現に向け、都内における官民の「データ流通推進」と

「データ整備」を行う基盤。
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あ行

オープンデータ 様々なデータを、コンピュータによって自動的に読み取り、再利用す

ることに適したデータ形式で、二次利用が可能な利用ルールで公開さ

れたデータのこと。公共データをオープンデータ化することにより、

行政の透明性・信頼性の向上や、区民参加・官民協働の推進を通じた

諸課題の解決、経済活性化等、社会経済全体の発展に寄与することを

目的として、世界中で取り組まれている。

か行

検索連動型広告 インターネット広告の一種で、検索エンジンでユーザーが検索したキ

ーワードに関連した広告を検索結果画面等に表示する広告のこと。

さ行

産学官民 産業界（民間企業）、学校（教育・研究機関）、官公庁（国・地方自治体）、

民間（地域住民・ＮＰＯ）を表す。

生成ＡＩ 利用者の指示に従い、文章や画像等を生成することができる AI のこ

と。

た行

デジタルシフト あらゆる活動において、デジタル化を進めること。業務の効率化や区

民にとって質の高い行政サービスの提供を図る。

デジタル地域通貨 特定の地域内でのみ利用することができる独自の決済手段（地域通貨）

で、かつ、ＱＲコード等のデジタル技術を活用して決裁を行うものを

いう。

デジタルデバイド 情報通信技術（ＩＣＴ）を利用して恩恵を受ける者と、利用出来ずに

恩恵を受けられない者との間の生じる、知識・機会・貧富などの格差。

テレワーク 情報通信技術（ＩＣＴ）を活用した、場所や時間にとらわれない柔軟

な働き方のこと。

な行

ネットワーク三層分

離

行政の情報流出を防ぐため、取り扱う情報に求められるセキュリティ

レベルに応じてネットワークを分離・分割する仕組みのこと。
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は行

ビッグデータ 様々な形、性格、種類を集めたデータ群のこと。

ぴったりサービス マイナポータル＊の中で、地方公共団体が提供している行政サービスを

検索したり、オンライン申請や届出ができるサービスのこと。「自治体

ＤＸ推進計画」に基づき、国を中心にサービスの拡充が検討されてい

る。

標準化・共通化 各地方公共団体における事務処理内容の共通性、住民の利便性の向上

及び地方公共団体の行政運営の効率化の観点から、国が対象となる事

務※を政令で特定し、その事務に係るシステムについて各事業者が標

準仕様に準拠して開発したシステムを、自治体が利用する事を目指す

とした。

※ 児童手当、住民基本台帳、選挙人名簿管理、固定資産税、個人住民

税、法人住民税、軽自動車税、就学、国民健康保険、国民年金、障害者

福祉、後期高齢者医療、介護保険、生活保護、健康管理、児童扶養手

当、子ども・子育て支援

ま行

マイナポータル マイナンバーカードを持っている方が、子育てや介護をはじめとする

行政手続の検索やオンライン申請がワンストップででき、行政機関等

からのお知らせを受け取ることのできる自分専用のサイトのこと。

や行

ユニバーサルデザイ

ン

年齢、性別、個人の属性や考え方、行動の特性等にかかわらず、全ての

人が利用しやすいようあらかじめ考慮して都市及び生活環境を設計す

ること。

ユニファイド・コミュ

ニケーション

音声、ビデオ、文字等の通信コミュニケーションサービスのこと。
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